
27

　
　
　

一
八
八
三
年
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
け
る
裏
面
工
作

　
　
　　
　
　
　
　
　

世
論
操
作
、
議
会
工
作
と
対
仏
政
策　
　

張　
　
　

天　
　

恩

　
　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

一
八
七
〇
年
代
後
半
、
清
朝
は
海
外
に
公
使
を
派
遣
し
、
在
外
公
使
は
交
渉
の
相
手
国
の
政
治
情
勢
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
こ
の

た
め
清
朝
は
外
交
に
お
い
て
状
況
に
応
じ
て
対
策
を
講
じ
る
よ
う
に
な
り
、
世
論
操
作
や
議
会
工
作
）
1
（

を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

本
稿
は
一
八
八
三
年
に
清
朝
が
行
っ
た
対
仏
世
論
操
作
や
議
会
工
作
に
光
を
当
て
、
対
仏
外
交
と
の
関
連
、
及
び
そ
の
歴
史
的
意
義
を

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
八
六
〇
年
代
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ト
ナ
ム
進
出
が
本
格
化
し
、
前
後
二
回
の
サ
イ
ゴ
ン
条
約
の
締
結
で
フ
ラ
ン
ス
は
コ
ー
チ
シ
ナ

六
省
を
併
合
し
た
。
一
八
八
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
が
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
ト
ン
キ
ン
地
方
に
進
出
の
気
運
を
見
せ
る
と
、
ベ
ト
ナ
ム
に
対

す
る
宗
主
権
を
主
張
す
る
清
朝
と
の
間
で
紛
争
が
起
こ
り
、
戦
火
を
交
え
る
に
至
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
ベ
ト
ナ
ム
問
題
で
あ
る
。
一
八
八

五
年
六
月
九
日
に
天
津
条
約
が
締
結
さ
れ
清
仏
戦
争
が
終
結
し
た
こ
と
で
、
ベ
ト
ナ
ム
問
題
は
落
着
し
た
。

　

清
仏
戦
争
前
後
、
清
朝
に
は
議
会
は
も
ち
ろ
ん
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
は
圧
倒
的
な
議
会
優
位
の
も
と
で
、
内
閣

三
一
九
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は
頻
繁
に
交
代
を
強
い
ら
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
問
題
を
め
ぐ
る
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
い
て
、
在
外
公
使
を
は
じ
め
内
外
の
外
交
担
当
者

は
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
議
会
と
の
対
立
を
対
仏
外
交
に
利
用
し
よ
う
と
し
、
積
極
的
に
世
論
操
作
を
行
っ
た
り
、
直
接
フ
ラ
ン
ス
議
会
の

議
員
に
働
き
か
け
た
り
と
、
裏
面
工
作
を
繰
り
広
げ
た
。
そ
の
中
で
、
世
論
操
作
の
最
終
目
的
は
世
論
へ
の
影
響
を
通
じ
て
議
会
の
決

議
を
動
か
す
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
た
め
世
論
操
作
と
議
会
工
作
と
は
常
に
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
八
〇
年
代
、
清
朝
で
は
西
洋
的
外
交
の
受
容
が
進
ん
で
お
り
、
外
交
の
理
念
や
あ
り
方
は
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
徐
中
約

（Im
m

anuel. C
. Y. H

sü

）
は
、
海
外
へ
の
公
使
派
遣
、
国
際
法
の
導
入
な
ど
を
取
り
上
げ
、
一
八
八
〇
年
代
に
清
朝
が
国
際
社
会
に
参
入

し
、
そ
の
世
界
観
が
変
化
し
た
と
指
摘
し
た
）
2
（

。
箱
田
恵
子
は
徐
の
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
、
在
外
公
館
と
外
交
の
あ
り
方
と
の
関
係

に
注
目
し
、
清
朝
の
対
外
態
勢
の
変
容
を
検
討
し
た
）
3
（

。
し
か
し
、
国
際
社
会
へ
の
参
入
に
伴
い
、
清
朝
の
外
交
官
に
よ
る
世
論
操
作
や

議
会
工
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
、
一
八
八
〇
年
代
の
清
朝
外
交
の
あ
り
方
の
変
化
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
の
研
究
で
は
、
対
米
交
渉
に
お
い
て
駐
米
公
使
張
蔭
桓
や
崔
国
因
が
ア
メ
リ
カ
議
会
の
動
き
に
応

じ
て
行
動
し
た
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
る
が
）
4
（

、
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
け
る
世
論
操
作
や
議
会
工
作
へ
の
実
証
的
な
考
察
は
等
閑
視
さ

れ
て
き
た
。

　

清
仏
戦
争
を
め
ぐ
る
外
交
に
関
す
る
代
表
的
研
究
と
し
て
、
コ
ル
デ
ィ
エ
、
邵
循
正
や
龍
章
の
通
史
的
研
究
以
外
に
、
イ
ー
ス
ト
マ

ン
、
李
恩
涵
、
岡
本
隆
司
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
）
5
（

。
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
け
る
裏
面
工
作
に
つ
い
て
は
、
李
恩
涵
が
曾
紀
澤
の
日
記

に
よ
っ
て
曾
の
世
論
操
作
に
触
れ
、
龍
章
は
曾
と
英
仏
の
新
聞
記
者
、
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
議
員
と
の
接
触
を
指
摘
し
、
曾
の
世
論
操
作

に
関
す
る
新
聞
記
事
を
若
干
挙
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
李
恩
涵
と
龍
章
の
研
究
以
外
で
は
、
曾
の
世
論
操
作
や
議
会
工
作
に
言
及

三
二
〇
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し
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
曾
紀
澤
の
裏
面
工
作
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
の
中
で
行
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
清
朝
内
部
や
フ
ラ
ン

ス
政
府
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
上
に
、
曾
以
外
に
唐
廷
枢
、
陳
季
同
な
ど
を
含
む
人
々

の
活
動
が
、
清
朝
の
対
仏
政
策
と
ど
の
よ
う
に
連
動
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
八
八
三
年
の
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
の
破
棄
や
李
・
ト
リ
ク
ー
交
渉
の
前
後
に
清
朝
が
活
発
に
裏
面
工
作
を
展
開
し
た
時

期
を
中
心
に
、
曾
紀
澤
、
唐
廷
枢
ら
が
行
っ
た
世
論
操
作
や
議
会
工
作
を
清
朝
の
対
仏
外
交
の
中
に
位
置
付
け
、
そ
の
工
作
が
し
ば
し

ば
曾
ら
の
強
硬
論
に
つ
な
が
り
、
ま
た
総
理
衙
門
や
李
鴻
章
な
ど
の
態
度
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
、
清
朝
の
対
仏
政
策
自
体
と
連
動

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
一
八
八
〇
年
代
の
清
朝
に
お
け
る
西
洋
的
外
交
へ
の
積
極

的
適
応
と
い
う
側
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
新
た
な
外
交
史
像
を
構
築
す
る
手
が
か
り
を
得
た
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　

第
一
章　

清
仏
交
渉
初
期
に
お
け
る
清
朝
の
裏
面
工
作

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
の
破
棄
と
対
仏
世
論
工
作
の
展
開

　

天
津
に
お
け
る
李
鴻
章
と
フ
ラ
ン
ス
駐
清
公
使
ブ
ー
レ
（Frédéric-A

lbert B
ourée

）
と
の
交
渉
で
合
意
さ
れ
た
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
は
、

一
八
八
三
年
二
月
二
一
日
に
成
立
し
た
第
二
次
フ
ェ
リ
（Jules Ferry

）
内
閣
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
、
ブ
ー
レ
は
本
国
へ
の
召
還
を
命
じ

ら
れ
た
）
6
（

。
ま
ず
、
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
の
破
棄
と
い
う
事
態
に
あ
た
っ
て
、
清
朝
が
ど
の
よ
う
に
世
論
工
作
を
展
開
し
た
か
を
追
っ
て
い
く
。

　

李
・
ブ
ー
レ
覚
書
が
フ
ェ
リ
内
閣
に
否
認
さ
れ
た
と
い
う
情
報
が
中
国
に
届
く
前
、
李
鴻
章
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
未
だ
に
使
節
を
派

遣
し
て
き
て
い
な
い
た
め
、
清
仏
間
の
交
渉
は
順
調
に
進
ま
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
動
き
は
、
フ
ラ

三
二
一
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ン
ス
政
府
が
王
族
の
駆
逐
と
い
う
問
題
で
議
会
と
対
立
し
て
お
り
、
紛
争
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
国
内
政
情
が
絡
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
か
と
推
測
し
た
）
7
（

。
三
月
八
日
李
鴻
章
は
馬
建
忠
の
電
報
に
接
し
た
後
、
総
理
衙
門
に
書
簡
を
送
っ
た
。
そ
の
中
で
李
は
、
フ
ラ
ン

ス
で
内
紛
が
起
こ
り
政
権
が
交
代
し
、
新
政
権
は
ベ
ト
ナ
ム
問
題
に
つ
い
て
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
を
明
確
に
否
認
し
て
ブ
ー
レ
公
使
の
召

還
を
決
し
た
と
総
理
衙
門
に
伝
え
た
）
8
（

。

　

一
方
、
三
月
一
五
日
駐
英
仏
公
使
曾
紀
澤
は
、
フ
ラ
ン
ス
新
外
相
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
（Paul-A

rm
and C

hallem
el-Lacour

）
が
下

院
に
軍
費
調
達
を
求
め
よ
う
と
し
て
お
り
、
翌
月
ベ
ト
ナ
ム
に
軍
隊
を
派
遣
す
る
と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
強
硬
な
態
度
に
出
る

必
要
性
を
総
理
衙
門
に
訴
え
た
）
9
（

。
さ
ら
に
、
三
月
一
八
日
に
曾
紀
澤
は
「
フ
ラ
ン
ス
外
相
が
議
会
に
お
け
る
答
弁
で
中
国
へ
の
極
度
の

軽
蔑
を
あ
ら
わ
に
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
た
だ
空
言
を
吐
く
だ
け
で
は
な
く
、
本
気
で
戦
争
準
備
を
進
め
る
中
国
の
姿
勢
を
見
れ
ば
、

必
ず
手
を
引
く
）
10
（

」
と
強
硬
策
を
総
理
衙
門
に
進
言
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
馬
建
忠
は
、
総
理
衙
門
が
曾
紀
澤
に
打
電
し
、
中
国
は
戦
争
も
辞
さ
な
い
と
い
う
強
硬
な
態
度
を
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
見

せ
る
よ
う
指
示
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
不
条
理
な
行
動
を
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
に
流
さ
せ
、
混
沌
と
し
た

局
面
を
打
開
し
よ
う
と
図
っ
た
）
11
（

。
具
体
的
に
は
、
中
国
に
戦
争
の
覚
悟
が
あ
る
と
い
う
強
硬
論
を
新
聞
に
流
せ
ば
、
議
会
が
世
論
の
圧

力
で
必
ず
政
府
の
執
政
者
を
辞
任
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
由
来
し
た
策
で
あ
る
。
こ
の
方
策
に
対
し
て
李
鴻
章
は
、
そ
の
効
果

に
つ
い
て
自
信
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
慎
重
な
曾
紀
澤
が
こ
の
方
針
に
従
う
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、
と
三
月
一
七
日
付
総
理
衙
門
あ
て

書
簡
で
述
べ
て
い
る
）
12
（

。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
局
の
混
乱
に
加
え
、
パ
リ
で
労
働
者
ス
ト
ラ
イ
キ
も
起
こ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
内

紛
が
続
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
は
ベ
ト
ナ
ム
に
軍
隊
を
増
派
す
る
余
裕
は
な
い
と
、
李
鴻
章
は
判
断
し
た
）
13
（

。

三
二
二
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一
八
八
三
年
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
け
る
裏
面
工
作
　
　
張
天
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フ
ラ
ン
ス
政
府
の
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
の
否
認
に
対
し
て
、
ブ
ー
レ
は
不
満
を
抱
い
て
お
り
、
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
の
実
行
を
確
保
し
よ

う
と
し
た
。
ブ
ー
レ
は
馬
建
忠
と
の
や
り
と
り
以
外
に
も
、
総
理
衙
門
に
対
し
曾
紀
澤
に
強
硬
姿
勢
を
と
る
よ
う
指
示
す
べ
き
だ
と
働

き
か
け
た
。
こ
の
建
言
の
内
容
は
、
中
国
が
強
硬
な
姿
勢
を
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
見
せ
、
新
聞
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
を
操
作
し
、

議
会
を
通
し
て
政
府
に
圧
力
を
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
レ
の
建
言
を
受
け
、
四
月
一
四
日
総
理
衙
門
は
曾
紀
澤
に
打
電

し
、
フ
ラ
ン
ス
の
執
政
者
が
い
か
な
る
人
物
な
の
か
、
ブ
ー
レ
の
召
還
が
本
当
な
の
か
を
偵
察
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
）
14
（

。
し
か
し
、
曾

紀
澤
は
四
月
一
六
日
付
返
電
で
ブ
ー
レ
の
建
言
通
り
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
圧
力
を
か
け
た
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
に
情
報
を
流
し
た

も
の
の
、
何
の
効
果
も
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
）
15
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
召
還
命
令
に
対
し
て
、
ブ
ー
レ
は
不
満
を
抱
い
て
お
り
、
総
理
衙
門
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
を
非
難
す
る
新
聞
投

書
を
も
執
筆
し
た
。
そ
の
中
で
ブ
ー
レ
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
不
条
理
な
行
動
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
清
議
」
が
認
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

中
国
と
の
戦
争
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
と
指
摘
し
た
）
16
（

。
ブ
ー
レ
の
世
論
操
作
の
方
策
に
対
し
て
、
総
理
衙
門
は
そ
の
効
果
に
相
当
期

待
し
て
い
た
。
五
月
六
日
総
理
衙
門
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
軍
隊
増
派
及
び
追
加
予
算
の
議
案
が
議
会
を
通
過
す
る
前
に
、
ブ
ー
レ
の

方
策
を
速
や
か
に
実
行
に
移
す
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
海
軍
省
の
策
謀
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
曾
紀
澤
に
即
座
に
フ
ラ
ン
ス
外
務

省
に
中
国
の
立
場
を
言
明
し
、
か
つ
新
聞
に
そ
の
内
容
を
流
す
よ
う
に
指
示
し
た
）
17
（

。

　

し
か
し
、
曾
紀
澤
は
ブ
ー
レ
の
世
論
操
作
の
方
策
を
と
れ
ば
、
ブ
ー
レ
の
主
張
に
従
っ
て
中
国
に
不
利
な
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
を
受
諾

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
曾
紀
澤
は
ブ
ー
レ
の
方
策
に
反
対
で
あ
り
、
総
理
衙
門
の
指
示
に
接
し
た
際
、

異
論
を
唱
え
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
社
は
証
券
投
資
家
の
デ
ュ
ピ
ュ
イ
（Jean D

upuis

）
や
ミ
ロ
ー
（Ernest M

illot

）

三
二
三
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の
策
動
に
よ
っ
て
ト
ン
キ
ン
問
題
に
お
い
て
自
国
政
府
の
立
場
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
り
、
清
朝
公
使
館
の
投
書
を
掲
載
し
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
）
18
（

。
も
う
一
つ
は
、
中
国
が
ベ
ト
ナ
ム
の
ソ
ン
コ
イ
川
を
開
放
し
て
各
国
の
通
商
を
許
す
と
い
う
情
報
を
曾
紀
澤
が
流
し
た

こ
と
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
や
ロ
シ
ア
公
使
が
喜
ん
で
中
国
を
支
持
し
、
両
国
が
フ
ラ
ン
ス
を
非
難
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
フ
ラ

ン
ス
の
議
員
の
態
度
が
徐
々
に
変
わ
り
、
追
加
予
算
の
通
過
や
大
軍
の
派
遣
も
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
）
19
（

。
そ

こ
で
、
曾
紀
澤
は
、
中
国
は
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
強
い
態
度
に
出
る
べ
き
と
主
張
す
る
一
方
で
、
ブ
ー
レ
の
挙
動
は
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス

に
対
す
る
反
逆
罪
に
あ
た
る
も
の
だ
と
考
え
、
ブ
ー
レ
に
対
し
て
強
い
不
信
感
を
抱
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
李
・
ト
リ
ク
ー
交
渉
の
展
開
と
曾
紀
澤
の
裏
面
工
作

　

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
対
ベ
ト
ナ
ム
政
策
は
曾
紀
澤
の
予
測
と
は
全
く
反
対
の
方
向
に
進
行
し
て
い
た
。
五
月
一
五
日
下
院
は
追
加

予
算
五
五
〇
万
フ
ラ
ン
の
支
出
を
認
め
る
議
案
を
可
決
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
に
占
領
さ
れ
た
ハ
ノ
イ
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
黒
旗
軍
と

の
戦
闘
で
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
海
軍
大
佐
（H

enri-Laurent R
ivière

）
が
戦
死
し
た
と
の
情
報
が
五
月
二
六
日
フ
ラ
ン
ス
に
伝
わ
り
、
ト
ン

キ
ン
民
政
委
員
長
（C
om

m
issaire général civil

）
の
設
置
を
含
む
上
院
の
修
正
案
は
下
院
に
お
い
て
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
）
20
（

。
五
月
一

五
日
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
は
駐
日
公
使
ト
リ
ク
ー
（A

rthur Tricou
）
に
全
権
特
使
と
し
て
中
国
へ
の
赴
任
を
命
じ
た
。
ト
リ
ク
ー
は
ブ
ー

レ
よ
り
一
段
と
強
い
態
度
を
と
っ
た
た
め
、
李
鴻
章
と
の
交
渉
は
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
）
21
（

。

　

六
月
八
日
李
鴻
章
と
ト
リ
ク
ー
と
の
会
談
は
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
行
わ
れ
、
ト
リ
ク
ー
に
よ
い
印
象
を
与
え
た
。
し
か
し
、
六

月
一
七
日
の
会
談
に
お
い
て
李
鴻
章
の
態
度
が
一
変
し
て
強
硬
に
な
り
、
物
別
れ
に
な
っ
た
と
ト
リ
ク
ー
は
本
国
に
報
告
し
た
）
22
（

。
李
鴻

三
二
四
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章
の
態
度
の
変
化
及
び
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
が
）
23
（

、
と
も
あ
れ
、
輪
船
招
商
局
道
員
唐
廷
枢
や
曾
紀
澤
の

主
張
が
李
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
六
月
一
三
日
唐
廷
枢
は
パ
リ
よ
り
李
鴻
章
に
打
電
し
、
新
聞
に
よ
る
宣
伝
で
人
心

が
動
揺
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
隊
増
派
は
見
込
み
が
な
く
、
外
務
省
の
ト
リ
ク
ー
あ
て
電
報
は
交
渉
に
よ
っ
て
妥
協

点
を
探
る
べ
き
旨
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
ト
リ
ク
ー
と
の
交
渉
で
中
国
が
強
硬
論
を
唱
え
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
が
軟
化
す

る
の
は
疑
い
な
い
と
の
意
見
を
述
べ
た
）
24
（

。
そ
し
て
、
六
月
一
四
日
総
理
衙
門
は
曾
紀
澤
の
電
報
を
李
鴻
章
に
伝
達
し
た
。
電
報
の
趣
旨

は
フ
ラ
ン
ス
が
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
せ
ず
に
軍
事
行
動
を
と
る
な
ら
ば
、
中
国
は
フ
ラ
ン
ス
の
行
為
を
一
切
認
め

な
い
と
ト
リ
ク
ー
に
言
明
す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
25
（

。
そ
こ
で
、
六
月
一
七
日
ト
リ
ク
ー
と
の
会
談
に
お
い
て
、
李
鴻
章
は
曾
紀

澤
が
電
報
で
述
べ
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
発
言
を
し
た
）
26
（

。

　

さ
ら
に
、
六
月
一
五
日
総
理
衙
門
は
再
度
曾
紀
澤
の
電
報
を
李
鴻
章
に
転
送
し
た
。
そ
の
中
で
、
曾
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
ベ
ト
ナ
ム

政
策
に
与
す
る
党
人
を
無
頼
漢
だ
と
確
実
に
見
な
し
て
お
り
、「
彼
ら
が
勝
手
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
の
を
許
す
と
、〔
そ
の
主
張
の
過
激
化

に
〕
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
。
彼
ら
を
挫
け
ば
、
党
の
主
張
は
自
ず
か
ら
変
わ
る
）
27
（

」
と
主
張
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
曾
紀
澤
は
六
月
三
日

付
電
報
で
「
フ
ラ
ン
ス
議
会
に
お
い
て
政
府
に
同
調
し
な
い
声
が
あ
が
り
、
も
し
政
権
交
代
が
起
き
れ
ば
、
こ
の
事
（
ベ
ト
ナ
ム
問
題
―

筆
者
注
、
以
下
同
）
は
止
む
だ
ろ
う
）
28
（

」
と
述
べ
た
が
、
李
鴻
章
は
曾
の
意
見
を
憶
測
だ
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
行
動
が

取
り
や
め
に
な
る
と
は
考
え
に
く
い
と
異
論
を
唱
え
た
。

　

六
月
一
九
日
及
び
二
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
（The Tim

es

）
は
曾
紀
澤
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
曾
と
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
の
往
復
文
書

を
掲
載
し
た
）
29
（

。
六
月
二
二
日
付
李
鴻
章
あ
て
電
報
で
曾
紀
澤
は
、
世
論
工
作
の
効
果
が
現
れ
た
た
め
、「
各
国
は
み
な
フ
ラ
ン
ス
政
府
を

三
二
五
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非
難
し
、〔
フ
ラ
ン
ス
〕
政
府
に
も
異
議
を
唱
え
る
も
の
が
多
く
、
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
外
相
は
辞
任
の
意
思
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ

た
」
と
述
べ
、
猛
暑
と
い
う
悪
天
候
に
乗
じ
て
中
国
が
軍
隊
の
増
派
を
早
め
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
を
さ
ら
に
煽
る
こ
と
が
で
き
る

と
建
言
し
た
）
30
（

。

　

上
述
の
ご
と
く
、
曾
紀
澤
は
世
論
操
作
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
議
会
と
政
府
と
の
対
立
を
積
極
的
に
対
仏
外
交
で
利
用
し
よ
う
と
し
た
。

曾
紀
澤
の
ほ
か
に
、
李
鴻
章
の
幕
僚
薛
福
成
も
曾
と
ほ
ぼ
同
じ
考
え
方
で
あ
り
、
対
仏
政
策
と
し
て
、
中
国
は
ベ
ト
ナ
ム
に
軍
隊
を
派

遣
し
、「
譲
歩
で
き
な
い
と
見
せ
か
け
て
虚
勢
を
張
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
議
会
に
議
決
を
躊
躇
さ
せ
、
議
員
や
商
人
が
疑
心
暗
鬼
に

な
っ
て
軍
費
案
の
承
認
を
拒
否
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
）
31
（

」
こ
と
が
良
策
だ
と
主
張
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
李
・
ト
リ
ク
ー
交
渉
の
停
頓
と
清
朝
側
の
議
会
工
作

　

六
月
一
七
日
の
李
・
ト
リ
ク
ー
会
談
以
後
、
上
海
と
パ
リ
で
の
会
談
は
と
も
に
停
頓
し
た
。
李
鴻
章
は
一
〇
日
間
ほ
ど
ト
リ
ク
ー
と

の
交
渉
を
拒
否
し
続
け
た
。
し
か
し
、
中
国
が
ベ
ト
ナ
ム
と
の
宗
属
関
係
に
固
執
し
な
い
こ
と
や
、
ソ
ン
コ
イ
川
通
商
の
ほ
か
に
開
港

場
を
設
け
る
こ
と
を
パ
リ
で
曾
紀
澤
が
承
諾
し
た
と
い
う
旨
の
電
報
が
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
ト
リ
ク
ー
の
と
こ
ろ
に
届
い
た
と
い
う
。
そ

れ
を
知
っ
た
李
鴻
章
は
、
六
月
二
七
日
曾
紀
澤
に
打
電
し
て
こ
の
事
実
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
）
32
（

。

　

六
月
二
九
日
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
に
、
清
仏
間
の
交
渉
が
妥
結
し
た
と
い
う
情
報
は
虚
偽
で
あ
る
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
ト
ン
キ

ン
攻
略
政
策
に
あ
っ
て
閣
内
不
一
致
が
生
じ
、
内
閣
の
崩
壊
を
来
す
危
険
が
あ
る
と
注
意
を
呼
び
か
け
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
）
33
（

。
こ
の

新
聞
記
事
は
後
述
の
六
月
三
〇
日
着
曾
紀
澤
の
李
鴻
章
あ
て
電
報
と
趣
旨
に
お
い
て
か
な
り
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
記
事
は
ト
リ
ク
ー

三
二
六
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朝
の
対
仏
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交
に
お
け
る
裏
面
工
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張
天
恩

が
伝
え
た
虚
偽
の
情
報
に
対
抗
す
る
た
め
、
曾
が
行
っ
た
宣
伝
に
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
六
月
三
〇
日
李
鴻
章
は
「〔
ト
リ
ク
ー
は
〕
近

頃
電
報
で
デ
マ
を
飛
ば
し
、
会
談
が
す
で
に
ま
と
ま
っ
た
と
宣
伝
す
る
こ
と
で
フ
ラ
ン
ス
の
議
員
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
中
堂
（
李

鴻
章
）
が
ト
リ
ク
ー
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
員
は
き
っ
と
恐
れ
お
の
の
き
、
政
府
も
ま
す
ま
す
不
安
定
に
な
り
、
交

渉
の
決
着
が
期
待
で
き
る
」
と
い
う
曾
紀
澤
か
ら
の
返
電
に
接
し
た
）
34
（

。
つ
ま
り
、
曾
紀
澤
に
よ
れ
ば
清
仏
交
渉
の
妥
結
と
い
う
情
報
は

デ
マ
で
あ
り
、
曾
は
議
会
工
作
上
で
李
鴻
章
に
強
硬
姿
勢
を
と
る
よ
う
促
し
た
。
六
月
三
〇
日
李
鴻
章
と
ト
リ
ク
ー
と
の
会
談
が
再
開

さ
れ
、
交
渉
は
進
展
す
る
や
に
思
わ
れ
た
が
、
ト
ン
キ
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
地
位
が
双
方
の
争
点
と
な
っ
て
、
清
仏
間
の
談
判
は

再
び
破
綻
し
た
）
35
（

。

　

七
月
四
日
曾
紀
澤
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
希
望
す
る
三
つ
の
こ
と
を
曾
自
身
が
承
諾
し
た
と
い
う
ト
リ
ク
ー
の
発
言
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン

ス
外
務
省
に
照
会
を
送
っ
た
。
曾
の
考
え
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
七
月
一
〇
日
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
に
お
い
て
議
員
が
シ
ャ

ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
外
相
を
詰
問
す
る
答
弁
が
あ
る
た
め
、
李
鴻
章
が
ト
リ
ク
ー
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
で
対
処
す
る
か
、
あ
る
い
は

ト
リ
ク
ー
を
放
置
し
て
上
海
よ
り
天
津
に
赴
く
な
ら
ば
、
ト
リ
ク
ー
は
交
渉
が
す
で
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
議
員
を
欺
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
議
会
で
の
答
弁
で
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
外
相
が
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
対
清
方
針
が
変
わ
り
、

交
渉
が
順
調
に
進
む
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
）
36
（

。
七
月
四
日
李
鴻
章
は
曾
紀
澤
や
総
理
衙
門
に
打
電
し
、
七
月
二
日
か
ら

ト
リ
ク
ー
が
三
度
会
談
を
求
め
た
が
、
曾
の
建
言
通
り
に
断
っ
た
と
伝
え
た
）
37
（

。
李
鴻
章
の
態
度
に
つ
い
て
ト
リ
ク
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

新
聞
や
両
院
の
対
清
外
交
に
お
け
る
穏
健
で
冷
淡
な
態
度
を
見
た
曾
紀
澤
が
、
李
と
連
絡
を
取
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
判
断
し
た
）
38
（

。

李
鴻
章
が
即
日
天
津
に
帰
る
と
ト
リ
ク
ー
に
伝
言
す
る
と
、
ト
リ
ク
ー
は
憤
慨
し
た
。
曾
紀
澤
の
電
報
が
届
く
前
の
六
月
、
清
朝
で
は

三
二
七
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フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
主
戦
論
が
強
く
な
り
）
39
（

、
ト
リ
ク
ー
と
の
会
談
後
、
七
月
二
日
李
鴻
章
は
ト
リ
ク
ー
の
条
件
で
は
決
着
を
つ
け
が
た

い
と
判
断
し
、
主
戦
派
の
非
難
を
避
け
る
べ
く
、
諭
旨
に
従
っ
て
天
津
に
帰
る
こ
と
を
総
理
衙
門
に
申
し
入
れ
た
）
40
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況

の
中
、
李
鴻
章
に
と
っ
て
曾
紀
澤
の
電
報
は
都
合
が
よ
い
も
の
で
あ
り
、
李
は
曾
の
議
会
工
作
に
協
力
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
駐
独
公
使
李
鳳
苞
は
曾
紀
澤
の
議
会
工
作
は
お
そ
ら
く
あ
て
に
な
ら
な
い
と
李
鴻
章
に
打
電
し
た
）
41
（

。

　

し
か
し
、
曾
紀
澤
は
彼
自
身
の
方
針
を
固
持
し
、
議
会
工
作
を
続
け
て
い
た
。
曾
紀
澤
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
強
い
態
度
を
と
り
、

か
つ
新
聞
を
通
じ
て
世
論
操
作
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
外
相
は
議
会
で
曾
を
非
難
し
た
。
そ
れ
を
受
け
、

七
月
一
一
日
曾
は
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
で
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
外
相
の
発
言
は
不
謹
慎
で
あ
り
、
公
使
に
対
す
る
公
然
た
る
侮
辱

だ
と
非
難
し
た
）
42
（

。
こ
う
し
て
、
曾
紀
澤
と
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
と
の
関
係
が
非
常
に
悪
化
し
、
総
理
衙
門
か
ら
の
指
示
が
し
ば
ら
く
途
絶

え
た
こ
と
も
加
わ
り
、
曾
は
外
務
省
と
の
交
渉
を
一
時
打
ち
切
っ
た
。
七
月
二
〇
日
曾
紀
澤
は
総
理
衙
門
に
書
簡
を
送
り
、
外
務
省
に

行
っ
て
も
相
手
に
さ
れ
ず
、
い
た
ず
ら
に
弱
み
を
見
せ
る
だ
け
で
あ
る
と
し
、「
公
使
が
弱
み
を
見
せ
る
と
、
敵
国
（
フ
ラ
ン
ス
）
の
態

度
は
一
段
と
高
慢
に
な
り
、
執
政
者
は
ま
す
ま
す
口
実
を
設
け
て
議
会
を
欺
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
外
務
省
と
の
交
渉
の
打
ち
切
り
の

理
由
を
説
明
し
た
）
43
（

。

　

一
方
、
ト
リ
ク
ー
が
持
ち
出
し
た
過
酷
な
談
判
条
件
は
、
清
朝
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
反
対
の
声
が

あ
が
っ
た
。
薛
福
成
は
「
援
越
南
議
」
と
い
う
意
見
書
を
作
成
し
、
中
国
が
積
極
的
に
軍
備
を
整
え
て
ベ
ト
ナ
ム
を
援
助
す
べ
き
だ
と

主
張
し
た
。
そ
し
て
、
薛
は
「
フ
ラ
ン
ス
議
会
に
お
い
て
議
論
を
主
導
す
る
者
は
た
だ
商
人
だ
け
で
あ
り
、
重
要
問
題
は
議
会
で
決
議

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
積
極
的
に
商
人
を
籠
絡
す
る
こ
と
で
密
か
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
掣
肘
を
加
え
る
こ
と
が
で

三
二
八
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き
る
）
44
（

」
と
述
べ
、
開
港
場
の
フ
ラ
ン
ス
商
人
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
人
を
籠
絡
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
パ
リ
に
お
け
る
唐
廷
枢
の
活
動

　

曾
紀
澤
の
ほ
か
に
、
李
鴻
章
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
輪
船
招
商
局
道
員
の
唐
廷
枢
も
パ
リ
で
活
発
な
運
動
を
展
開
し
た
。
パ
リ
に

お
い
て
唐
廷
枢
は
政
界
人
と
頻
繁
に
接
触
し
、
世
論
操
作
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
の
対
ベ
ト
ナ
ム
政
策
を
動
か
そ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う

な
唐
廷
枢
の
活
動
は
、
当
然
李
鴻
章
と
の
親
密
な
関
係
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
清
朝
の
外
交
制
度
の
枠
外
の
も
の
で
あ
る
。

　

六
月
一
五
日
英
国
の
新
聞
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（The Standard

）
は
唐
廷
枢
が
英
訳
し
た
ベ
ト
ナ
ム
国
王
の
李
鴻
章
ら
あ
て
咨
文
（
同
等
官

間
の
往
復
公
文
）
の
ほ
か
に
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
ナ
ム
デ
ィ
ン
総
督
あ
て
の
極
め
て
軽
蔑
的
な
意
味
を
込
め
た
公
文
を
も
掲
載
し
た
）
45
（

。
パ

リ
で
こ
の
新
聞
を
購
読
す
る
人
は
み
な
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
を
非
難
し
た
。
唐
廷
枢
は
パ
リ
に
て
人
心
の
動
向
に
注

意
し
、「
政
院
」
の
議
論
に
注
目
し
て
い
た
）
46
（

。
六
月
一
九
、
二
〇
日
着
李
鴻
章
あ
て
電
報
で
唐
廷
枢
は
調
停
を
依
頼
す
る
ベ
ト
ナ
ム
国
王

の
咨
文
を
す
で
に
新
聞
で
広
く
宣
伝
し
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
議
会
が
次
第
に
外
務
省
の
ト
ン
キ
ン
攻
略
政
策
を
攻
撃
し
、
こ
れ
に
よ
り

外
相
が
病
休
を
と
る
に
至
り
、
何
と
か
局
面
を
打
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
伝
え
た
）
47
（

。

　

一
方
、
唐
廷
枢
は
フ
ラ
ン
ス
政
界
の
動
き
や
、
議
会
と
野
党
と
の
関
係
に
対
し
て
深
く
考
察
し
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
交
渉
で
中
国
が
妥

協
し
な
け
れ
ば
、
問
題
は
容
易
に
解
決
で
き
な
い
と
の
認
識
に
至
り
、
曾
紀
澤
の
強
硬
論
と
一
線
を
画
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し

て
、
唐
廷
枢
は
「
今
日
外
務
省
を
非
難
す
る
人
の
多
く
は
中
国
を
助
け
よ
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
旧
制
を
復
活
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
48
（

」
と
述
べ
た
。
唐
廷
枢
に
よ
れ
ば
、
民
主
国
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
議
会
に
野
党
が
存
在
す
る
と
は
い
え
、
そ

三
二
九
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の
政
治
方
針
は
中
国
を
助
け
る
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
、
議
会
の
会
期
の
関
係
で
、
次
の
議
会
開
会
ま
で
の
時
間
内

に
お
い
て
、
外
務
省
と
「
兵
部
」（
海
軍
省
）
が
思
う
ま
ま
に
資
金
を
調
達
で
き
る
。
唐
廷
枢
に
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
状

況
が
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
政
策
を
左
右
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
問
題
が
こ
の
よ
う
な
結
末
に
至
っ
た
の
は
全
く
デ
ュ

ピ
ュ
イ
一
人
の
策
動
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
デ
ュ
ピ
ュ
イ
が
今
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
政
策
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
、
と
考
え
た
。
そ

こ
で
、
唐
廷
枢
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
証
券
投
資
家
と
の
軋
轢
を
利
用
し
、
デ
ュ
ピ
ュ
イ
や
ミ
ロ
ー
を
取
り
込
も
う
と
図
っ
た
）
49
（

。

　
　
　
　
　

第
二
章　

清
朝
の
裏
面
工
作
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
対
ベ
ト
ナ
ム
政
策
の
展
開

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
清
朝
外
交
官
の
フ
ラ
ン
ス
議
会
反
対
派
と
の
接
触

　

曾
紀
澤
や
駐
仏
公
使
館
参
賛
陳
季
同
は
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
反
対
派
、
な
か
ん
ず
く
カ
サ
ニ
ャ
ッ
ク
兄
弟
と
頻
繁
に
接
触
し

た
。
カ
サ
ニ
ャ
ッ
ク
（Paul de C
assagnac

）
は
議
会
に
お
い
て
曾
紀
澤
の
立
場
を
支
持
し
て
政
府
を
批
判
し
た
こ
と
に
よ
り
、
半
月
間
の

議
会
立
入
り
禁
止
の
罰
を
受
け
た
）
50
（

。
一
八
八
三
年
七
月
一
六
日
曾
紀
澤
は
カ
サ
ニ
ャ
ッ
ク
を
訪
ね
、
長
時
間
話
し
合
い
、
二
三
日
に
は

カ
サ
ニ
ャ
ッ
ク
の
弟
で
あ
る
元
議
員
の
「
覚
爾
基
」（G

eorges
）
が
曾
を
訪
ね
、
会
談
を
行
っ
た
）
51
（

。
二
二
日
証
券
投
資
家
ミ
ロ
ー
も
曾
紀

澤
を
訪
問
し
た
。
ミ
ロ
ー
は
当
時
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
不
仲
で
あ
っ
た
の
で
、
曾
紀
澤
は
「
白
徳
勒
」（
原
名
未
詳
）
を
遣
わ
し
、
ミ
ロ
ー

を
籠
絡
し
よ
う
と
し
た
）
52
（

。
さ
ら
に
、
デ
ュ
ピ
ュ
イ
と
ミ
ロ
ー
が
ト
ン
キ
ン
に
行
こ
う
と
し
、
曾
紀
澤
に
旅
費
を
求
め
に
来
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
す
る
陳
季
同
の
意
見
は
、
ベ
ト
ナ
ム
問
題
が
解
決
さ
れ
れ
ば
、
賞
金
を
給
付
し
て
も
よ
い
が
、
今
は
少
し
の
手
当
し
か

与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
53
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
曾
紀
澤
は
デ
ュ
ピ
ュ
イ
と
ミ
ロ
ー
を
籠
絡
し
よ
う
と
し
、

三
三
〇
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彼
ら
と
の
間
に
何
ら
か
の
約
束
が
成
立
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

七
月
一
六
日
曾
紀
澤
が
カ
サ
ニ
ャ
ッ
ク
を
訪
ね
帰
宅
し
た
後
、
陳
季
同
が
曾
に
会
い
に
来
た
）
54
（

。
お
そ
ら
く
、
曾
紀
澤
は
陳
に
カ
サ

ニ
ャ
ッ
ク
の
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
月
二
三
日
カ
サ
ニ
ャ
ッ
ク
は
陳
季
同
を
訪
ね
た
。
陳
は
、
カ
サ
ニ
ャ
ッ
ク
は
ボ
ナ
パ
ル

テ
ィ
ス
ト
で
あ
り
、
共
和
派
に
恐
れ
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
と
評
し
た
。
カ
サ
ニ
ャ
ッ
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
が
人
心
を
煽
動
す
る
力

を
持
っ
て
い
る
た
め
、「
も
し
清
朝
〔
駐
仏
〕
公
使
館
が
早
く
各
新
聞
社
の
社
主
を
味
方
に
つ
け
て
密
か
に
手
当
を
支
給
し
、〔
新
聞
社
に
〕

中
国
と
争
う
べ
き
で
は
な
い
と
フ
ラ
ン
ス
人
を
説
得
さ
せ
、
中
国
に
は
ベ
ト
ナ
ム
を
管
轄
す
る
権
利
が
実
際
に
あ
る
と
力
説
さ
せ
れ
ば
、

と
う
に
い
ざ
こ
ざ
（
清
仏
間
の
紛
争
）
は
無
く
な
っ
て
い
た
（
解
決
で
き
た
）」
と
建
言
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
陳
季
同
は
ベ
ト
ナ
ム
に

お
け
る
中
国
の
権
利
は
実
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
新
聞
宣
伝
を
利
用
す
る
に
及
ば
な
い
と
反
論
し
た
）
55
（

。
さ
ら
に
、
七
月
二
一
日
陳
季
同

は
議
員
の
グ
ラ
ネ
（Félix G

ranet

）
を
訪
問
し
、
ベ
ト
ナ
ム
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
グ
ラ
ネ
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
中
国
と
武
力
衝
突

を
す
る
こ
と
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
南
部
及
び
ソ
ン
コ
イ
川
の
各
貿
易
港
に
軍
隊
を
駐
屯
さ
せ
、
通
商
を
保
護
す
る
こ
と
に
異
議
な
し
と
し

な
が
ら
、
多
事
多
難
の
時
に
あ
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
遠
方
へ
の
出
兵
は
本
国
に
不
利
益
を
与
え
る
た
め
、
わ
れ
ら
議
員
は
断
乎
と
し
て

反
対
す
る
と
の
意
見
を
述
べ
た
）
56
（

。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
フ
ラ
ン
ス
議
会
反
対
派
へ
の
曾
紀
澤
の
期
待

　

一
八
八
三
年
八
月
二
五
日
フ
ラ
ン
ス
は
軍
事
上
の
勝
利
を
背
景
に
ベ
ト
ナ
ム
と
ユ
エ
条
約
を
結
び
、
ベ
ト
ナ
ム
を
保
護
国
化
し
た
。

ユ
エ
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
地
位
が
強
化
さ
れ
た
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
国
に
対
す
る
態
度
は
穏
和

三
三
一
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な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
態
度
が
隠
和
な
も
の
へ
と
急
転
換
し
た
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
間
の
同
盟

関
係
が
確
定
し
た
こ
と
で
両
国
が
連
合
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
攻
め
る
と
取
り
沙
汰
さ
れ
る
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
が
フ
ラ
ン
ス
に
不
利

な
方
向
へ
展
開
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
）
57
（

。

　

曾
紀
澤
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
態
度
の
転
換
に
勇
気
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
八
月
三
一
日
曾
紀
澤
は
ブ
ー
レ
と
話
し
合
っ
た
後
、

「
中
国
が
〔
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
〕
強
い
態
度
に
出
る
な
ら
ば
、
四
十
日
後
に
参
議
院
（
上
院
の
こ
と
）
を
し
て
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル

外
相
を
辞
任
に
追
い
込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
総
理
衙
門
に
打
電
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
曾
紀
澤
は
中
国
の
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
隊

増
派
の
情
報
が
フ
ラ
ン
ス
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
議
会
に
お
い
て
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
外
相
を
非
難
す
る
声
が
上
が
り
、
自

身
に
対
す
る
外
相
の
態
度
が
軟
化
し
た
こ
と
も
報
告
し
た
）
58
（

。

　

夏
季
休
会
後
の
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
決
議
は
清
仏
間
の
交
渉
の
先
行
き
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
議
会
閉
会
中
、
政
府
が
独
断
で
出
兵

し
た
た
め
、
再
開
後
に
反
対
派
が
反
政
府
運
動
に
出
る
こ
と
を
、
ト
リ
ク
ー
は
懸
念
し
て
い
た
が
）
59
（

、
そ
の
一
方
で
、
曾
紀
澤
は
こ
の
動

き
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
。
曾
紀
澤
の
思
惑
に
つ
い
て
、
ト
リ
ク
ー
は
「
曾
紀
澤
は
議
会
が
再
開
さ
れ
れ
ば
、
内
閣
は
崩
壊
す

る
と
言
い
、
抵
抗
す
る
よ
う
総
理
衙
門
に
促
し
た
）
60
（

」
と
本
国
に
報
告
し
た
。
さ
ら
に
、
一
〇
月
一
一
日
に
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
官
吏
が

日
本
の
駐
仏
公
使
蜂
須
賀
茂
韶
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
在
欧
清
国
公
使
曾
氏
ハ
方
今
仏
国
ノ
困
難
ハ
内
外
ニ
切
迫
シ
本
年
十
月
二
十
二
日

仏
国
国
会
開
院
ノ
日
ハ
必
ス
当
時
ノ
内
閣
ヲ
顚
覆
」
す
る
と
本
国
に
報
告
し
、
清
朝
政
府
も
曾
の
意
見
を
受
け
入
れ
て
強
硬
な
方
針
を

と
る
こ
と
に
な
っ
た
と
フ
ラ
ン
ス
側
は
捉
え
た
）
61
（

。

　

一
方
、
九
月
一
七
日
ト
リ
ク
ー
が
上
海
よ
り
天
津
に
到
着
し
、
李
鴻
章
と
の
交
渉
が
天
津
に
お
い
て
再
開
さ
れ
た
。
ト
リ
ク
ー
の
天

三
三
二



41

一
八
八
三
年
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
け
る
裏
面
工
作
　
　
張
天
恩

津
行
き
に
先
立
つ
九
月
九
、
一
三
日
に
李
鴻
章
の
幕
僚
盛
宣
懐
は
三
度
に
わ
た
っ
て
李
に
打
電
し
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
議
会
と
の
対
立

に
期
待
を
か
け
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
優
位
を
認
め
な
が
ら
、
議
会
が
軍
隊
増
派
へ
の
承
認
を
渋
っ
て
い
る
う
ち
に
、
フ

ラ
ン
ス
と
の
交
渉
を
片
付
け
る
べ
き
だ
と
力
説
し
た
）
62
（

。
盛
宣
懐
は
曾
紀
澤
と
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
議
会
と
の
対
立
に
注
目
し
て
い

た
が
、
曾
が
そ
の
対
立
を
強
硬
論
の
理
由
と
し
た
の
と
は
逆
に
、
盛
は
そ
れ
を
妥
協
策
の
理
由
と
し
た
。
こ
れ
は
、
盛
が
李
の
信
任
を

得
て
い
た
幕
僚
で
あ
り
、
李
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
平
和
的
解
決
を
模
索
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
天
津
に
お
け
る
李
鴻
章
と
ト
リ
ク
ー
と
の
会
談
、
及
び
パ
リ
に
お
け
る
曾
紀
澤
と
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
と
の
交
渉
は
、
清

仏
間
の
条
件
が
か
け
離
れ
て
い
た
た
め
に
、
と
も
に
実
質
的
な
進
展
を
見
な
か
っ
た
）
63
（

。
李
鴻
章
は
清
仏
間
の
交
渉
の
成
否
に
対
し
て
悲

観
的
で
あ
り
、
一
〇
月
二
六
日
付
総
理
衙
門
あ
て
書
簡
で
「
フ
ラ
ン
ス
〔
と
ベ
ト
ナ
ム
と
の
ユ
エ
〕
条
約
締
結
後
、〔
フ
ラ
ン
ス
〕
国
民
が

喜
ん
で
い
る
と
い
う
。
十
月
初
め
（
中
国
暦
）
議
会
は
再
開
さ
れ
、〔
ユ
エ
条
約
を
〕
承
認
す
る
に
違
い
な
い
。
か
り
に
〔
議
会
と
政
府
に
対

し
て
〕
離
間
策
を
講
じ
て
も
役
に
立
た
ず
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
）
64
（

」
と
述
べ
た
。
一
方
、
ユ
エ
条
約
締
結
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て

ベ
ト
ナ
ム
国
内
の
混
乱
状
況
に
付
け
込
ま
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
両
広
総
督
張
樹
声
は
、
一
〇
月
一
九
日
に
上
奏
文
を
提
出
し
、「
フ
ラ

ン
ス
が
自
ら
ユ
エ
条
約
を
破
棄
し
な
い
限
り
、〔
中
国
は
〕
ベ
ト
ナ
ム
問
題
に
つ
い
て
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
と
再
び
交
渉
し
て
は
な
ら
な
い
。
中

国
が
兵
を
用
い
る
の
を
憚
ら
な
い
姿
勢
を
フ
ラ
ン
ス
人
が
見
れ
ば
、〔
フ
ラ
ン
ス
〕
議
会
に
お
い
て
異
論
が
現
れ
、
政
府
は
持
論
を
固
持

で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。〔
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
〕
窮
地
に
陥
っ
て
方
針
転
換
す
れ
ば
、〔
清
仏
間
の
交
渉
に
〕
転
機
が
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
）
65
（

」

と
期
待
を
表
し
た
。

　

一
一
月
六
、
九
、
一
一
日
に
清
は
相
次
い
で
諭
旨
を
下
し
、
南
方
の
総
督
・
巡
撫
に
軍
隊
の
動
員
を
命
じ
、
武
力
で
ト
ン
キ
ン
に
お

三
三
三
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け
る
足
場
を
固
め
る
こ
と
を
決
意
し
た
）
66
（

。
清
朝
政
府
が
強
硬
姿
勢
を
示
す
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
日
本
の
榎
本
武
揚
駐
清
公
使
は
、

曾
紀
澤
が
「
東
（
ト
ン
キ
ン
）
京
に
在
る
仏
兵
の
振
は
ざ
る
と
仏
国
の
輿
情
漸
次
非
戦
主
義
に
傾
き
殊
に
急
激
党
は
議
院
の
開
日
を
待
て
政
府
を
攻
撃

せ
ん
と
の
企
あ
る
を
偵
知
」
し
、「
此
機
に
乗
し
て
不
穏
の
状
を
示
さ
ば
成
効
あ
る
べ
し
）
67
（

」
と
李
鴻
章
か
清
朝
政
府
に
通
知
し
た
た
め
だ

ろ
う
と
推
測
し
た
。
そ
し
て
、
一
一
月
一
六
日
総
理
衙
門
は
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
各
国
公
使
に
戦
争
も
辞
さ
な
い
と
い
う
強
硬
な
照
会

を
送
っ
た
。
そ
の
照
会
に
接
し
、
榎
本
公
使
は
フ
ラ
ン
ス
代
理
公
使
ス
マ
レ
（M

arie de Sem
allé

）
と
の
会
談
で
、「
此
照
会
文
タ
ル
、

畢
竟
貴
国
ノ
輿
情
、
殊
ニ
議
員
反
対
党
ノ
挙
動
ヲ
付
ケ
込
タ
ル
恐
嚇
政
略
ニ
外
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
」
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
逆
に
フ
ラ
ン

ス
の
「
国
論
一
致
ス
ル
ノ
資
料
ト
ナ
ル
ベ
シ
」
と
の
見
解
を
示
し
た
）
68
（

。
要
は
、
榎
本
公
使
は
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
反
対
派
へ
の
曾
紀
澤
の

過
剰
な
期
待
が
清
朝
の
強
硬
姿
勢
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
頼
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
フ
ラ
ン
ス
議
会
に
お
け
る
議
論
と
曾
紀
澤
の
世
論
操
作

　

一
一
月
八
日
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
ト
ン
キ
ン
に
お
け
る
行
動
の
た
め
の
九
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
追
加
予
算
案
を
下
院
に
提
出
し
た
。
さ
ら

に
、
一
二
月
一
五
日
に
は
ト
ン
キ
ン
に
お
け
る
秩
序
維
持
の
た
め
、
一
八
八
四
年
前
半
の
軍
事
予
算
と
し
て
二
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
追

加
予
算
を
求
め
た
）
69
（

。
下
院
で
反
対
派
と
（
政
府
）
与
党
と
の
間
に
激
し
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
す
え
に
、
投
票
の
結
果
九
〇
〇
万
フ
ラ

ン
の
追
加
予
算
案
が
賛
成
三
七
三
票
、
反
対
一
三
九
票
で
下
院
を
通
過
し
、
一
二
月
二
〇
日
上
院
の
投
票
で
も
こ
の
二
つ
の
予
算
案
は

圧
倒
的
な
支
持
を
得
て
通
過
し
た
）
70
（

。

　

一
二
月
七
日
か
ら
一
〇
日
に
か
け
て
下
院
で
行
わ
れ
た
軍
事
予
算
案
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
曾
紀
澤
は
関
心
を
示
し
、
議
事
録
を

三
三
四



43

一
八
八
三
年
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
け
る
裏
面
工
作
　
　
張
天
恩

抜
粋
翻
訳
し
て
総
理
衙
門
に
送
付
し
た
。
そ
の
議
事
録
に
は
、
フ
ェ
リ
が
議
会
で
議
員
に
非
難
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
政
府

が
外
交
政
策
に
つ
い
て
議
員
の
了
解
を
得
る
た
め
に
配
っ
た
ト
ン
キ
ン
問
題
関
係
の
外
交
文
書
（Livre Jaune

）
に
フ
ェ
リ
と
曾
紀
澤
と

の
会
談
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
録
か
ら
フ
ェ
リ
が
議
会
を
欺
こ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
、
と
フ
ェ
リ
は
議
会
で
非

難
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
71
（

。
こ
の
議
会
で
の
問
答
に
対
し
て
、
曾
紀
澤
は
「
こ
の
部
分
の
問
答
に
つ
い
て
の
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
（
フ
ラ
ン
ス
政

府
刊
行
の
外
交
文
書
の
こ
と
）
の
記
述
に
は
捏
造
と
粉
飾
が
甚
だ
多
い
。〔
会
談
記
録
を
〕
捏
造
し
た
り
削
っ
た
り
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

〔
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
〕
議
員
に
詰
問
さ
れ
た
。
も
し
公
使
館
が
前
後
の
問
答
記
録
を
公
刊
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
い
っ
そ
う
〔
議
会
に
〕

問
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）
72
（

」
と
、
総
理
衙
門
に
送
付
し
た
議
事
録
の
上
部
余
白
に
書
き
入
れ
て
い
る
。

　

曾
紀
澤
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
の
問
答
記
録
を
公
刊
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
、
曾
は
す
で
に
そ
の
公
刊
に
取
り
か

か
り
宣
伝
を
繰
り
広
げ
て
い
た
。
一
〇
月
二
三
日
に
議
会
が
再
開
さ
れ
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
議
員
に
配
っ
た
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
に

つ
い
て
、
二
四
日
付
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
で
そ
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
た
。
中
で
も
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
は
「
そ
の

声
明
は
明
ら
か
に
一
方
的
な
意
見
で
あ
り
、
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
い
く
つ
か
の
文
書
が
欠
落
し
て
お
り
、
清
朝
の
立

場
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
清
朝
の
立
場
を
支
持
し
た
）
73
（

。
そ
の
報
道
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
駐
仏
公
使
モ
ー
ト
ン
（Levi P. M

orton

）

は
「
清
朝
駐
仏
公
使
館
が
さ
ら
に
同
一
問
題
に
関
す
る
外
交
文
書
を
公
刊
し
、〔
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
に
〕
対
抗
し
よ
う
と

考
え
て
い
る
と
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
）
74
（

」
と
本
国
に
報
告
し
た
。
二
七
日
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
「
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
で

は
省
略
や
隠
蔽
に
よ
っ
て
事
実
が
歪
曲
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
清
朝
公
使
館
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
論
を
是
正
し
よ
う
と
し
、
両
国
間
の
往
復

文
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
報
じ
、
一
〇
月
二
九
日
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
は
清
仏
間
の
往
復
文
書
を
掲
載
し
た
）
75
（

。

三
三
五
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曾
紀
澤
が
外
交
文
書
を
公
刊
し
た
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
大
き
な
波
紋
を
呼
ん
だ
。
モ
ー
ト
ン
公
使
は
本
国
へ
の
報
告
で
、
フ
ラ
ン

ス
で
曾
の
行
動
が
外
交
上
の
慣
例
を
無
視
す
る
も
の
と
し
て
保
守
派
の
憤
激
を
招
き
、
彼
ら
は
し
ば
ら
く
前
は
、
曾
の
「
侯
爵
」（M

arquis

）

と
い
う
肩
書
き
は
野
蛮
人
の
別
称
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
が
、
現
在
で
は
「
中
国
紳
士
」（C

hinese G
entlem

an

）
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
、
と
語
っ
た
）
76
（

。
曾
紀
澤
の
外
交
技
術
が
評
価
さ
れ
、
保
守
派
に
お
け
る
彼
の
評
判
が
一
変
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
フ
ラ

ン
ス
の
内
閣
官
報
が
曾
紀
澤
の
行
動
を
外
交
慣
例
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
厳
し
く
非
難
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
一
〇
月
三
〇
日
ロ
ン

ド
ン
タ
イ
ム
ズ
は
フ
ラ
ン
ス
外
相
の
意
図
的
か
つ
不
完
全
な
公
開
が
少
な
く
と
も
清
朝
公
使
の
行
動
と
同
じ
く
外
交
慣
例
に
違
反
し
て

い
る
と
し
、
曾
が
完
全
な
形
の
外
交
文
書
を
公
開
し
た
こ
と
に
非
は
な
い
と
反
論
し
た
）
77
（

。
ノ
ー
ス
チ
ャ
イ
ナ
ヘ
ラ
ル
ド
（The N

orth-C
hina 

H
erald

）
は
、
こ
の
清
仏
間
の
宣
伝
戦
を
取
り
上
げ
て
旧
外
交
（the old diplom

acy

）
か
ら
新
外
交
（the new

 diplom
acy

）
へ
の
転
換
で
あ

る
と
し
た
）
78
（

。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
情
報
隠
蔽
に
対
す
る
曾
紀
澤
の
反
撃
に
つ
い
て
、「
不
当
な
汚
名
が
彼
の
政
府
に
降
り
か
か
ろ

う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
は
汚
名
を
受
け
る
よ
り
、
古
く
硬
直
し
た
外
交
慣
例
を
打
ち
破
る
こ
と
に
し
た
」
と
し
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
世
界
に
外
交
と
情
報
公
開
と
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
機
会
を
与
え
た
と
コ
メ
ン
ト
し
た
）
79
（

。
清
仏
間
で
ま
さ
に
外
交
文
書
の
公
開
を
め

ぐ
る
熾
烈
な
攻
防
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
の
世
論
操
作
が
十
分
に
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
一
一
月
二
四
日
新
聞
ル
タ
ン
（Le Tem

ps

）
は
曾
紀
澤
と
彼
の
代
理
人
が
英
仏
の
新
聞
で
清
朝
の
立
場
を
宣
伝
し
、
譲
歩
し

な
い
と
宣
言
し
て
い
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
外
交
慣
例
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
）
80
（

。
一
二
月
一
七
日
ロ
ン
ド

ン
タ
イ
ム
ズ
は
パ
リ
特
派
員
ブ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（H

enri B
low

itz

）
と
曾
紀
澤
と
の
会
談
の
様
子
を
掲
載
し
た
。
そ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
曾

は
清
朝
の
立
場
を
宣
伝
し
、
主
戦
的
態
度
を
示
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
81
（

。
一
九
日
ル
タ
ン
は
そ
の
会
談
を
取
り
上
げ
曾
の
主
張
を
紹

三
三
六
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介
し
、
二
六
日
同
紙
は
ブ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
の
会
談
に
お
け
る
曾
の
主
戦
的
言
論
は
外
交
上
の
策
略
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
と
と
も
に
、

ブ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
曾
の
代
弁
者
に
な
り
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
を
攪
乱
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
批
判
し
た
）
82
（

。
確
か
に
ル
タ
ン
の
指
摘
は
当
た

ら
ず
と
雖
も
遠
か
ら
ず
で
、
曾
紀
澤
の
補
佐
役
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
（H

alliday M
acartney

）
は
曾
の
世
論
工
作
に
与
っ
て
お
り
、
ブ
ロ
ヴ
ィ
ッ

ツ
と
緊
密
な
連
絡
を
と
っ
て
い
た
の
で
）
83
（

、
ブ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
見
方
が
清
朝
寄
り
だ
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
議
会
工
作
の
挫
折
と
そ
の
評
価

　

曾
紀
澤
が
議
会
に
お
け
る
議
論
を
彼
の
強
硬
論
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
も
承
知
し
て
お
り
、
曾
の
論
法
を
逆

手
に
取
り
、
一
矢
報
い
よ
う
と
し
た
。
一
一
月
一
日
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
外
相
は
政
府
の
議
案
が
議
会
で
支
持
を
受
け
た
こ
と
を

駐
清
代
理
公
使
ス
マ
レ
に
通
知
し
、「
今
回
の
投
票
に
よ
っ
て
政
府
の
政
治
的
立
場
が
固
ま
り
、
我
々
が
北
京
政
府
に
抱
か
せ
た
議
会
の

態
度
に
対
す
る
幻
想
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ト
ン
キ
ン
に
お
け
る
我
が
国
の
植
民
地
支
配
は
断
乎
維
持
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
我
が
国
が
九
月
十
五
日
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
基
づ
い
て
協
定
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
変
わ
ら
な
い
こ
と

を
、
あ
な
た
は
努
め
て
中
国
に
理
解
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
）
84
（

」
と
訓
令
し
た
。
一
一
月
二
〇
日
に
シ
ャ
ル
メ
ル
＝
ラ
ク
ー
ル
は
外
相
を
辞

任
し
、
そ
の
後
フ
ェ
リ
首
相
が
外
相
を
兼
任
し
て
い
た
。
一
二
月
一
六
日
ス
マ
レ
は
フ
ェ
リ
外
相
に
「
私
の
見
る
限
り
で
は
、
清
政
府

が
日
増
し
に
傲
慢
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
下
院
に
お
け
る
議
論
が
曾
紀
澤
に
利
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
曾
は
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
二
次
的
な
地
位
に
あ
り
行
動
力
が
な
い
と
唱
え
る
こ
と
で
、
朝
廷
の
〔
フ
ラ
ン
ス
へ
の
〕
危
懼
を
払
拭
し
た
）
85
（

」
と
打
電
し
た
。

　

一
二
月
一
〇
日
下
院
議
会
に
お
い
て
政
府
と
議
会
と
の
間
で
激
論
が
交
わ
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
曾
紀
澤
の
期
待
に
反
し
、
九

三
三
七
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〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
追
加
予
算
案
に
対
し
て
賛
成
三
七
三
票
、
反
対
一
三
九
票
、
内
閣
の
信
任
投
票
で
は
賛
成
三
〇
八
票
、
反
対
二
〇
一

票
で
、
政
府
は
下
院
で
圧
倒
的
な
支
持
を
得
た
。

　

信
任
投
票
の
結
果
に
つ
い
て
、
曾
紀
澤
は
「
調
べ
た
と
こ
ろ
、
反
対
者
二
百
人
の
中
で
、
百
十
人
余
り
は
本
心
か
ら
清
仏
間
の
戦
争

回
避
及
び
政
府
の
打
倒
を
図
る
人
で
あ
り
、
八
十
人
余
り
は
紀わ
た
し澤
が
密
か
に
パ
ル
（Pallu de la B

arrière

）
を
遣
わ
し
籠
絡
さ
せ
た
人
で

あ
る
）
86
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
曾
紀
澤
は
パ
ル
に
運
動
資
金
と
し
て
五
万
フ
ラ
ン
を
給
付
し
て
社
交
的
な
場
を
作
ら
せ
、
議
員
に
対
す
る
懐

柔
工
作
を
展
開
し
た
ほ
か
、
新
聞
を
通
し
て
世
論
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
曾
紀
澤
が
精
力
的
に
議
会
工
作
を
展
開
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
議
会
の
信
任
投
票
で
圧
倒
的
な
支
持
を
得
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
曾
紀
澤
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
、
再

度
政
権
交
代
が
起
き
れ
ば
、
共
和
派
が
倒
れ
て
王
党
派
が
勝
つ
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
政
権
交
代
を
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え

た
）
87
（

。

　

政
府
の
二
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
軍
事
予
算
案
が
議
会
を
通
過
し
た
翌
日
の
一
二
月
一
九
日
、
曾
紀
澤
は
フ
ェ
リ
外
相
を
訪
ね
た
。
フ
ェ

リ
は
曾
紀
澤
に
対
し
て
、
以
前
閣
下
が
議
会
と
政
府
と
の
意
見
の
齟
齬
を
利
用
し
、
事
態
の
打
開
を
図
ろ
う
と
し
た
の
を
聞
い
た
と
述

べ
、
今
政
府
が
議
会
の
支
持
を
得
て
行
動
の
自
由
を
確
保
し
た
た
め
、
問
題
の
早
期
解
決
は
中
国
の
た
め
に
な
る
と
圧
力
を
か
け
た
。

フ
ェ
リ
の
話
を
受
け
曾
紀
澤
は
、
自
分
が
議
会
と
政
府
と
の
不
仲
を
切
望
す
る
と
い
う
説
は
新
聞
で
の
う
わ
さ
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
フ
ェ

リ
が
長
く
権
力
を
握
る
ほ
う
が
中
国
の
た
め
に
な
る
と
弁
解
し
た
）
88
（

。
フ
ェ
リ
は
曾
紀
澤
の
行
動
の
真
意
を
的
確
に
捉
え
た
と
思
わ
れ
る

が
、
曾
紀
澤
が
嘘
を
つ
い
て
彼
の
議
会
工
作
を
ご
ま
か
し
た
と
片
付
け
る
こ
と
も
軽
率
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
頻
繁
な
政

権
交
代
は
決
し
て
中
国
の
た
め
に
な
ら
な
い
。
曾
紀
澤
自
身
が
か
つ
て
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
頻
繁
な
政
権
交
代
は
彼
の

三
三
八
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対
仏
交
渉
を
困
難
な
ら
し
め
た
）
89
（

。
長
期
政
権
の
場
合
は
政
治
家
が
自
由
に
行
動
で
き
る
面
も
あ
る
た
め
、
フ
ェ
リ
が
長
く
権
力
を
握
る

ほ
う
が
中
国
の
た
め
に
な
る
と
い
う
曾
紀
澤
の
言
い
分
に
も
一
理
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
曾
紀
澤
の
議
会
工
作
に
は
限
界
性

が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
一
二
月
一
五
日
フ
ラ
ン
ス
陸
海
軍
が
ソ
ン
タ
イ
に
進
撃
し
、
一
七
日
清
朝
軍
と
黒
旗
軍
が
敗
退
し
た
た
め
、
ソ
ン
タ
イ
は
陥

落
し
た
。
翌
年
三
月
バ
ク
ニ
ン
の
敗
戦
で
ベ
ト
ナ
ム
戦
場
に
お
け
る
清
朝
の
劣
勢
が
決
定
的
に
な
る
ま
で
、
清
仏
間
の
外
交
交
渉
は
も

は
や
後
景
に
退
き
、
清
朝
の
世
論
操
作
や
議
会
工
作
も
徐
々
に
意
味
が
失
わ
れ
、
以
前
ほ
ど
活
発
で
は
な
く
な
る
。

　

曾
紀
澤
は
活
発
な
世
論
操
作
や
議
会
工
作
を
展
開
し
、「
フ
ラ
ン
ス
の
議
員
を
動
揺
さ
せ
、
執
政
者
を
倒
そ
う
」
と
し
た
と
は
い
え
、

政
府
と
議
会
と
の
対
立
を
利
用
し
て
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
自
信
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
）
90
（

。
し
か
し
、
曾
紀
澤

は
確
か
に
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
議
会
と
の
対
立
を
理
由
と
し
て
主
戦
論
を
唱
え
て
お
り
、
中
国
で
は
曾
の
主
戦
論
と
李
鴻
章
の

慎
重
論
と
の
対
立
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
曾
紀
澤
は
李
鴻
章
に
書
簡
を
送
り
、
平
和
を
保
と
う
と
す
る
最
終
目

的
に
お
い
て
両
者
の
間
に
根
本
的
な
差
異
は
な
い
と
弁
明
し
て
い
る
）
91
（

。
さ
ら
に
、
曾
紀
澤
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
各
党
が
対
立
し
て

氷
炭
相
容
れ
ず
、
同
心
一
致
す
る
日
が
絶
え
て
な
い
」
と
の
見
解
を
と
り
、
中
国
は
積
極
的
に
戦
争
準
備
を
行
い
、
ベ
ト
ナ
ム
駐
箚
大

臣
を
設
け
て
人
事
権
を
握
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
保
護
国
化
を
進
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
）
92
（

。

　

し
か
し
、
李
鴻
章
は
も
と
よ
り
、
当
時
郷
里
で
隠
退
生
活
を
送
っ
て
い
た
曾
紀
澤
の
前
任
者
の
初
代
駐
英
公
使
郭
嵩
燾
も
李
と
同
じ

く
清
仏
間
の
戦
争
に
反
対
し
、
曾
の
意
見
に
対
し
て
激
し
く
異
論
を
唱
え
た
。
一
八
八
四
年
三
月
一
日
郭
嵩
燾
が
曾
紀
澤
の
李
鴻
章
あ

て
書
簡
を
読
ん
で
、
曾
が
北
京
の
主
戦
論
と
呼
応
し
て
事
実
無
根
で
現
実
離
れ
し
た
発
言
を
し
、
も
っ
ぱ
ら
李
を
困
ら
せ
る
こ
と
は
理

三
三
九
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解
で
き
な
い
こ
と
だ
と
非
難
し
た
）
93
（

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
は
政
党
間
の
争
い
で
議
論
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
政
策
は
長
続
き
し
に
く

い
と
い
う
曾
紀
澤
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
、
郭
嵩
燾
は
李
鴻
章
に
宛
て
た
書
簡
で
「
フ
ラ
ン
ス
に
君
党
（
王
党
派
の

こ
と
）
は
三
つ
、
民
党
（
共
和
派
の
こ
と
）
も
三
つ
あ
り
、〔
議
会
の
〕
議
論
に
あ
っ
て
は
他
国
よ
り
も
対
立
が
激
し
い
。
し
か
る
に
兵
を

用
い
る
に
は
、
ま
ず
議
会
に
お
い
て
決
定
し
、
全
国
民
に
異
議
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
の
後
で
軍
費
〔
予
算
案
〕
が
議
決
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
派
遣
兵
員
数
が
決
め
ら
れ
る
。（
中
略
）〔
曾
が
〕
言
う
よ
う
な
意
見
の
齟
齬
は
な
い
）
94
（

」
と
反
論
し
た
。
郭
嵩
燾
か
ら
み
れ
ば
、

民
主
国
の
政
党
政
治
に
お
け
る
党
派
的
な
争
い
は
政
策
決
定
に
さ
ほ
ど
悪
影
響
を
与
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
曾
紀
澤
ら
の
裏
面
工
作
は
結
局
報
わ
れ
ず
、
清
朝
内
部
で
も
賛
否
が
分
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
翌
年
の
李
・
フ
ル
ニ

エ
交
渉
で
フ
ラ
ン
ス
側
が
曾
の
解
任
を
求
め
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
確
か
に
あ
る
程
度
曾
ら
の
工
作
に
苦
し
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
の
工
作
は
完
全
に
失
敗
し
た
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

以
上
、
一
八
八
三
年
に
清
朝
側
が
行
っ
た
世
論
操
作
や
議
会
工
作
を
跡
付
け
て
対
仏
外
交
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

李
・
ブ
ー
レ
覚
書
の
破
棄
に
関
す
る
清
朝
の
対
処
や
李
・
ト
リ
ク
ー
上
海
交
渉
に
お
い
て
、
ブ
ー
レ
や
馬
建
忠
、
曾
紀
澤
ら
の
建
言

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
世
論
操
作
と
議
会
工
作
が
一
因
と
な
り
、
強
硬
な
対
仏
政
策
が
形
成
さ
れ
た
。
曾
紀
澤
は
一
貫
し
て
フ
ラ
ン
ス
政

府
と
議
会
と
の
対
立
に
注
目
し
、
世
論
操
作
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
対
ベ
ト
ナ
ム
政
策
を
動
か
そ
う
と
し
た
。
李
鴻
章
は
必
ず
し

も
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
反
対
派
に
期
待
を
か
け
る
曾
紀
澤
に
同
調
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
ト
リ
ク
ー
と
の
交
渉
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
側

三
四
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裏
面
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の
条
件
で
は
ま
と
ま
ら
な
い
と
見
切
り
を
つ
け
、
表
面
上
は
曾
の
議
会
工
作
に
協
力
し
て
ト
リ
ク
ー
と
の
交
渉
を
拒
否
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
世
論
操
作
や
議
会
工
作
は
曾
と
李
の
異
な
る
思
惑
と
絡
み
合
い
、
清
朝
の
対
仏
政
策
と
連
動
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ユ
エ
条
約
締
結
後
、
曾
紀
澤
は
議
会
反
対
派
の
反
政
府
運
動
に
期
待
を
か
け
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
も
そ
の
情
報
を
把
握
し
、

内
閣
信
任
案
が
議
会
を
通
過
す
る
と
、
そ
れ
を
利
用
し
て
清
朝
に
圧
力
を
か
け
よ
う
と
し
た
。
議
会
再
開
後
、
清
仏
間
で
外
交
文
書
の

公
開
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
宣
伝
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
マ
ス
コ
ミ
で
は
曾
紀
澤
の
行
動
は
「
新
外
交
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
曾
紀
澤
や
陳
季
同
が
直
接
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
反
対
派
と
接
触
し
た
の
み
な
ら
ず
、
曾
は
ロ
ビ
ー
活
動
を
も
行
い
、
反
対
派
議
員

を
八
〇
人
も
取
り
込
ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
工
作
の
成
否
は
さ
て
お
き
、
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
い
て
特
筆
に
値
す
る
。

　

従
来
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
に
お
け
る
党
派
対
立
と
不
安
定
な
政
局
は
清
朝
の
在
欧
外
交
官
が
注
目
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
）
95
（

、

曾
紀
澤
ら
の
精
力
的
な
裏
面
工
作
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
い
て
内
閣
の
頻
繁

な
交
代
を
も
た
ら
す
議
会
と
政
府
と
の
激
し
い
対
立
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
過
去
に
例
を
見
な
い
西
洋
に
お
け
る
清
朝
の
裏
面
工
作

は
、
国
際
社
会
へ
の
参
入
後
、
清
朝
に
お
け
る
西
洋
的
外
交
へ
の
積
極
的
適
応
が
進
み
、
清
朝
外
交
が
技
術
面
で
長
足
の
進
歩
を
遂
げ

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
清
朝
外
交
の
あ
り
方
の
変
化
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
一
八
八
〇
年
代
の
清
朝
で
は
「
新
外
交
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
外
交
が
行
わ
れ
、
外
交
の
あ
り
方
が
変
わ
っ
た
こ
と
は
、
新
た
な

外
交
史
像
を
構
築
す
る
手
が
か
り
と
し
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

一
方
、
曾
紀
澤
が
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
議
会
と
の
対
立
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
際
立
た
せ
、
対
仏
強
硬
論
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に

三
四
一
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対
し
て
、
国
内
で
は
賛
否
両
論
あ
り
、
郭
嵩
燾
は
異
論
を
唱
え
、
李
鴻
章
も
一
貫
し
て
同
調
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
李
、
郭
以
外
で

は
、
薛
福
成
や
張
樹
声
、
さ
ら
に
清
議
派
）
96
（

も
、
曾
紀
澤
と
同
様
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
議
会
と
の
対
立
に
注
目
し
、
対
仏
強
硬
策
を
唱
え

る
こ
と
で
フ
ラ
ン
ス
議
会
を
動
か
そ
う
と
し
、
彼
ら
の
独
特
な
議
会
観
が
属
国
保
護
の
理
念
と
あ
い
ま
っ
て
対
仏
強
硬
論
の
底
流
を
形

成
し
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
一
八
八
三
年
以
降
の
清
朝
外
交
が
ど
の
よ
う
に
世
論
操
作
や
議
会
工
作
と
絡
ん
で
い
た
の
か
、
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
事
象
を
思
想
史
の
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）　

本
稿
に
お
け
る
「
議
会
工
作
」
と
い
う
言
葉
は
外
交
官
が
直
接

議
員
・
官
僚
・
政
党
な
ど
に
働
き
か
け
る
ロ
ビ
ー
活
動
だ
け
で
は
な

く
、
清
朝
内
外
の
人
々
が
欧
米
諸
国
に
お
け
る
議
会
と
政
府
と
の
対

立
を
対
外
交
渉
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
策
略
を
も
含
め
る
広
義
的
な

も
の
と
す
る
。

（
2
）　Im

m
anuel C

. Y. H
sü, C

hina’s Entrance into the Fam
ily of 

N
ations: The D

iplom
atic Phase 1858–1880, H

arvard U
niversity 

Press, 1960, pp. 206–210. 

一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
中
華
世
界
の

「
近
代
」
的
再
編
に
つ
い
て
は
、
茂
木
敏
夫
『
変
容
す
る
近
代
東
ア
ジ

ア
の
国
際
秩
序
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
四
四
〜
七
五
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）　

箱
田
恵
子
『
外
交
官
の
誕
生　
　

近
代
中
国
の
対
外
態
勢
の
変

容
と
在
外
公
館
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
第
II
部
「
一

八
八
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
中
国
外
交
の
変
化
」。

（
4
）　

箱
田
前
掲
書
、
八
三
、
九
七
頁
。
秦
珊
「
近
代
中
国
士
紳
対
美

国
議
会
制
度
的
認
知
」『
曁
南
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』（
二
一

九
）、
二
〇
一
七
年
四
月
。

（
5
）　H

enri C
ordier, H

istoire des relations de la C
hine avec les 

puissances occidentales 1860–1900, Tom
e 2, Paris: F. A

lcan, 

1902. 

邵
循
正
『
中
法
越
南
関
係
始
末
』
国
立
清
華
大
学
出
版
事
務

所
、
一
九
三
五
年
。Lloyd E. Eastm

an, Throne and M
andarins: 

C
hina’s Search for a Policy during the Sino-French C

ontroversy, 

1880–1885, H
arvard U

niversity Press, 1967. 

李
恩
涵
『
曾
紀
澤
的

外
交
』
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
八
二
再
版
。
龍
章
『
越

南
与
中
法
戦
争
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
六
年
。
岡
本
隆
司
『
中

三
四
二
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一
八
八
三
年
清
朝
の
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仏
外
交
に
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け
る
裏
面
工
作
　
　
張
天
恩

国
の
誕
生　
　

東
ア
ジ
ア
の
近
代
外
交
と
国
家
形
成
』
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
第
II
部
「
属
国
と
保
護
の
あ
い
だ　
　
『
越

南
問
題
』」。

（
6
）　

三
ヶ
条
か
ら
な
る
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
の
要
点
は
、（
一
）
清
仏
両

国
の
軍
隊
は
若
干
里
撤
退
す
る
、（
二
）
国
境
と
ソ
ン
コ
イ
川
の
間
の

中
間
地
帯
を
二
分
し
、
そ
の
北
側
を
清
朝
が
、
南
側
を
フ
ラ
ン
ス
が

「
巡
査
保
護
」
す
る
、（
三
）
ト
ン
キ
ン
の
現
状
を
維
持
す
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
（
邵
循
正
前
掲
書
、
七
二
頁
、
坂
野
正
高
『
近
代

中
国
政
治
外
交
史　
　

ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
か
ら
五
四
運
動
ま
で
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
、
三
五
三
頁
を
参
照
）。

（
7
）　

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
『
中
法
越
南
交
渉
檔
』（
中
央
研

究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
六
二
年
、
以
下
、『
交
渉
檔
』
と
略
す
）

二
冊
、
六
二
八
頁
、
光
緒
九
年
正
月
十
一
日
「
馬
道
建
忠
自
上
海
復

電
」。
顧
廷
龍
ほ
か
編
『
李
鴻
章
全
集
』（
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇

〇
八
年
）
三
三
冊
、
二
一
二
頁
、
光
緒
九
年
正
月
十
三
日
「
復
総
署

　

議
劉
永
福
並
開
口
事
」。

（
8
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
三
三
冊
、
二
一
六
頁
、
光
緒
九
年
正
月
二
十
九

日
「
致
総
署　

述
法
議
頓
変
」。

（
9
）　

曾
紀
澤
・
姜
亜
沙
『
曾
恵
敏
公
電
稿
』（
全
国
図
書
館
文
献
縮
微

複
製
中
心
）、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
五
〜
一
七
六
頁
、（
光
緒
九
年
）

二
月
初
七
未
刻
発
「
致
総
署
電
」。

（
10
）　
『
曾
恵
敏
公
電
稿
』、
一
八
二
頁
、
二
月
初
十
日
「
致
総
署
電
」。

「
法
外
部
答
議
紳
語
蔑
我
已
甚
、
然
彼
若
見
我
認
眞
籌
備
、
非
託
空

言
、
必
仍
縮
手
」。

（
11
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
六
三
一
〜
六
三
二
頁
、
二
月
初
一
日
署
北
洋

大
臣
李
鴻
章
書
簡
添
付
電
報
。『
李
鴻
章
全
集
』
三
三
冊
、
二
一
六

頁
、
光
緒
九
年
正
月
二
十
九
日
「
致
総
署　

述
法
議
頓
変
」。

（
12
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
三
三
冊
、
二
一
九
頁
、
光
緒
九
年
二
月
初
九
日

「
致
総
署　

論
法
越
兵
事
」。

（
13
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
三
三
冊
、
二
一
八
頁
、
光
緒
九
年
二
月
初
七
日

「
復
総
署
」。

（
14
）　
『
曾
恵
敏
公
電
稿
』、
二
〇
八
〜
二
〇
九
頁
、
三
月
初
九
日
「
総

署
来
電
」。

（
15
）　
『
曾
恵
敏
公
電
稿
』、
二
一
〇
〜
二
一
一
頁
、
三
月
初
十
日
発
「
致

総
署
電
」。
西
暦
四
月
一
八
日
の
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
に
、
中
国
に
は

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
権
利
の
た
め
に
戦
争
に
訴
え
る
覚
悟
が
あ
り
、

清
仏
間
の
戦
争
が
差
し
迫
っ
て
い
る
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

が
（The Tim

es, A
pril 18, 1883.

）、
そ
れ
は
曾
紀
澤
の
宣
伝
工
作
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
16
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
七
五
四
頁
、
三
月
十
五
日
「
天
津
委
員
羅
豊

禄
代
逓
宝
使
節
略
」。

（
17
）　

中
国
史
学
会
編
『
中
法
戦
争
』（
新
版
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一

三
四
三
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九
五
七
年
）
五
冊
、
七
六
〜
七
七
頁
、「
三
十
日
発
曾
大
臣
電
」。

（
18
）　
『
中
法
戦
争
』
五
冊
、
七
七
頁
、「
四
月
初
二
日
収
曾
大
臣
電
」。

（
19
）　
『
中
法
戦
争
』
五
冊
、
七
五
〜
七
七
頁
、「
三
月
十
七
日
収
曾
大

臣
電
」、「
又
収
曾
大
臣
電
」、「
又
収
曾
大
臣
電
」、「
四
月
初
三
日
収

曾
大
臣
電
」。

（
20
）　C

ordier, op. cit., p. 379. U
n diplom

ate [A
lbert B

illot], L’af-

faire du Tonkin: H
istoire diplom

atique de l’établissem
ent de no-

tre protectorat sur l’Annam
 et de notre conflit avec la C

hine, 

1882–1885, Paris: J. H
etzel et C

ie., 1888, p. 40.

（
21
）　

李
・
ト
リ
ク
ー
交
渉
に
つ
い
て
は
、
邵
循
正
前
掲
書
七
七
〜
八

一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
）　

邵
循
正
前
掲
書
、
七
八
頁
。

（
23
）　

邵
循
正
前
掲
書
、
七
九
頁
。
龍
章
前
掲
書
、
一
三
二
〜
一
三
三

頁
。

（
24
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
一
〇
七
九
頁
、
八
月
初
十
日
両
広
総
督
張
樹

声
の
総
理
衙
門
あ
て
書
簡
添
付
唐
廷
枢
書
簡
。

（
25
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
五
七
頁
、
光
緒
九
年
五
月
初
十
日
着

「
訳
署
来
電
」。

（
26
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
三
三
冊
、
二
三
一
頁
、
光
緒
九
年
五
月
十
三
日

「
接
見
法
国
脱
使
問
答
節
略
」。

（
27
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
五
七
頁
、
光
緒
九
年
五
月
十
一
日
着

「
訳
署
来
電
」。「
讓
彼
得
手
、
則
有
進
無
止
、
挫
之
則
黨
言
自
變
」。

（
28
）　

陳
義
傑
整
理
『
翁
同
龢
日
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）
四

冊
、
一
七
四
二
頁
、
光
緒
九
年
五
月
初
三
日
条
。「
法
議
院
有
不
直
政

府
之
意
、
若
政
府
易
人
、
此
事
可
罷
云
云
」。『
李
鴻
章
全
集
』
二
一

冊
、
五
一
頁
、
五
月
初
一
日
着
「
直
督
張
来
電
」。『
李
鴻
章
全
集
』

三
三
冊
、
二
三
〇
頁
、
五
月
十
三
日
「
復
総
署　

請
辞
退
英
廠
快
船

兼
論
法
事
」。

（
29
）　

龍
章
前
掲
書
、
一
三
六
頁
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
半
官
報
ル
タ

ン
（Le Tem

ps

）
と
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
と
の
応
酬
は
、Le Tem

ps, 

2 4 juin, 1883; The Tim
es, June 26, 1883.

に
見
え
る
。

（
30
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
六
一
頁
、
光
緒
九
年
五
月
十
九
日
着

「
曾
侯
来
電
」。「
各
國
皆
咎
法
廷
、
政
府
亦
多
持
異
議
者
。
沙
相
退
志

益
增
」。
こ
の
時
期
の
曾
紀
澤
と
新
聞
記
者
と
の
接
触
に
つ
い
て
は
、

李
恩
涵
前
掲
書
、
二
二
一
頁
、
龍
章
前
掲
書
、
一
三
六
〜
一
三
七
、

一
九
二
頁
を
参
照
。

（
31
）　

薛
福
成
『
庸
庵
文
外
編
』（『
続
修
四
庫
全
書
』
上
海
古
籍
出
版

社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
五
六
二
冊
所
収
）
巻
三
、
四
九
、
五
三
頁
、

癸
未
四
月
初
二
日
「
上
李
伯
相
論
援
救
越
南
事
宜
書
」。「
自
莫
如
先

示
以
不
能
退
讓
、
張
我
虛
聲
俾
彼
之
議
院
猶
豫
而
不
敢
定
謀
、
彼
之

紳
商
疑
沮
而
不
肯
集
餉
」。

（
32
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
六
四
頁
、
光
緒
九
年
五
月
二
十
三
日

三
四
四
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一
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八
三
年
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作
　
　
張
天
恩

「
寄
曾
侯
」。

（
33
）　The Tim

es, June 29, 1883.

（
34
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
六
六
頁
、
光
緒
九
年
五
月
二
十
六
日

「
寄
訳
署
」。「
近
由
電
造
謠
、
謂
議
事
已
就
緖
、
以
安
法
紳
。
中
堂
置

脫
不
理
、
法
紳
必
驚
惶
、
政
府
益
不
穩
、
乃
可
望
了
事
」。

（
35
）　

邵
循
正
前
掲
書
、
八
一
頁
。

（
36
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
七
一
頁
、
光
緒
九
年
六
月
初
一
日
着

「
曾
侯
来
電
」。
曾
紀
澤
の
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
あ
て
照
会
は
『
交
渉
檔
』

二
冊
、
一
〇
九
一
頁
、
八
月
初
十
日
曾
紀
澤
書
簡
添
付
照
会
を
参
照
。

（
37
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
七
一
〜
七
二
頁
、
光
緒
九
年
六
月
初

一
日
酉
刻
「
復
曾
侯
」、
六
月
初
一
日
「
寄
訳
署
」。

（
38
）　D

ocum
ents diplom

atiques français, 1871–1914, 1re série

(1871-1900), C
om

m
ission de publication des docum

ents relatifs 

aux origines de la guerre de 1914, Tom
e V, Paris: Im

prim
erie 

N
ationale, 1933, p. 66. 4

 juillet 1883, M
. Tricou à M

. Challem
el-

Lacour. 

以
下D

D
F

と
略
す
。

（
39
）　

邵
循
正
前
掲
書
、
八
一
頁
。

（
40
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
三
三
冊
、
二
三
七
頁
、
光
緒
九
年
五
月
二
十
八

日
「
復
総
署　

送
脱
使
問
答
節
略
」。Eastm

an, op. cit., pp. 77–78.

（
41
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
七
四
頁
、
光
緒
九
年
六
月
十
八
日
着

「
李
使
来
電
」。

（
42
）　The Tim

es, July 11, 1883. Journal offi
ciel de la République 

française. D
ébats parlem

entaires. C
ham

bre des députés. 1 0 

Juillet, p. 1687. 

以
下J. O

.

と
略
す
。

（
43
）　

喩
岳
衡
点
校
『
曾
紀
澤
遺
集
』
岳
麓
書
社
、
一
九
八
三
年
、
二

〇
二
頁
、
癸
未
六
月
十
七
日
「
巴
黎
致
総
署
総
辦
」。『
交
渉
檔
』
二

冊
、
一
〇
九
二
頁
、
八
月
初
十
日
「
出
使
大
臣
曾
紀
澤
函
」。「
公
使

示
弱
、
則
敵
情
益
驕
、
執
政
益
有
詞
以
欺
議
院
」。

（
44
）　
『
庸
庵
文
編
』
巻
二
、
四
〇
〜
四
一
頁
、
癸
未
「
援
越
南
議
上
」。

「
法
議
院
之
主
議
者
惟
商
民
、
而
大
事
之
定
計
在
議
院
。
是
厚
結
其
商

民
之
心
、
卽
隱
掣
其
政
府
之
肘
也
」。

（
45
）　The Standard, June 15, 1883.

（
46
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
一
〇
八
〇
頁
、
八
月
初
十
日
両
広
総
督
張
樹

声
書
簡
添
付
唐
廷
枢
書
簡
。

（
47
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
三
三
冊
、
二
三
二
頁
、
光
緒
九
年
五
月
十
七
日

「
復
総
署　

論
法
事
暫
難
就
議
」。『
李
鴻
章
全
集
』
二
一
冊
、
五
九

頁
、
五
月
十
七
日
「
寄
訳
署
」。

（
48
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
一
〇
八
四
頁
、
同
註
（
46
）
唐
廷
枢
書
簡
。

「
其
今
日
罵
外
部
之
人
、
多
非
有
心
幫
中
國
者
、
乃
欲
復
舊
制
之
人

也
」。

（
49
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
一
〇
八
五
頁
、
同
註
（
46
）
唐
廷
枢
書
簡
。

（
50
）　
『
曾
紀
澤
日
記
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
）
三
冊
、
一
三
二

三
四
五
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
四
号

七
頁
、
光
緒
九
年
六
月
十
三
日
条
。
李
恩
涵
前
掲
書
、
二
二
一
頁
。

（
51
）　
『
曾
紀
澤
日
記
』
三
冊
、
一
三
二
七
、
一
三
二
九
頁
、
光
緒
九
年

六
月
十
三
日
、
二
十
日
条
。

（
52
）　
『
曾
紀
澤
日
記
』
三
冊
、
一
三
二
八
〜
一
三
二
九
頁
、
光
緒
九
年

六
月
十
九
日
条
。

（
53
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
一
二
一
五
頁
、
八
月
二
十
八
日
署
北
洋
大
臣

李
鴻
章
書
簡
添
付
陳
季
同
「
巴
黎
半
月
密
記
」。

（
54
）　
『
曾
紀
澤
日
記
』
三
冊
、
一
三
二
七
頁
、
光
緒
九
年
六
月
十
三
日
。

（
55
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
一
二
〇
八
頁
、
陳
季
同
「
巴
黎
半
月
密
記
」。

「
若
中
國
使
館
早
知
結
好
各
大
報
館
主
人
、
暗
給
津
貼
、
使
勸
法
人
不

與
中
國
爭
執
、
力
言
中
國
實
有
管
屬
越
南
之
權
、
早
已
弭
患
於
無
形

矣
」。

（
56
）　
『
交
渉
檔
』
二
冊
、
一
二
〇
二
頁
、
同
上
陳
季
同
「
巴
黎
半
月
密

記
」。

（
57
）　U

n diplom
ate, op. cit., pp. 72–73. 

邵
循
正
前
掲
書
、
八
五
頁
。

（
58
）　
『
翁
同
龢
日
記
』
四
冊
、
一
七
六
七
頁
、
光
緒
九
年
八
月
初
十
日

条
。「
華
堅
持
之
、
四
旬
卽
可
令
參
議
院
逐
沙
相
云
云
」。

（
59
）　

外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』（
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
五

一
年
）
一
六
巻
、
六
四
一
〜
六
四
二
頁
、（
明
治
十
六
年
）
十
月
八
日

清
国
駐
箚
榎
本
公
使
ヨ
リ
井
上
外
務
卿
宛
。

（
60
）　D

D
F, Tom

e V, p. 118. 

龍
章
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。

（
61
）　
『
日
本
外
交
文
書
』
一
六
巻
、
六
四
八
頁
、
十
月
十
一
日
仏
国
駐

箚
蜂
須
賀
公
使
ヨ
リ
井
上
外
務
卿
宛
（
電
報
）。

（
62
）　

呉
倫
霓
霞
ほ
か
編
『
清
季
外
交
因
応
函
電
資
料
』（
香
港
中
文
大

学
中
国
文
化
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）
四
四
〜
四
七
頁
、
光
緒
九
年

八
月
初
九
、
十
三
日
「
盛
宣
懐
上
李
鴻
章
電
」。『
李
鴻
章
全
集
』
二

一
冊
、
八
四
頁
、
八
月
初
九
日
着
「
滬
電
局
来
電
」。

（
63
）　

邵
循
正
前
掲
書
、
八
六
〜
九
一
頁
。

（
64
）　
『
李
鴻
章
全
集
』
三
三
冊
、
三
〇
〇
頁
、
光
緒
九
年
九
月
二
十
六

日
「
復
総
署　

論
越
事
」。「
聞
法
約
立
後
、
國
人
欣
慶
、
十
月
初
閒

議
院
復
開
、
斷
無
不
贊
成
之
理
。
卽
設
法
用
閒
、
勢
有
難
回
」。

（
65
）　

故
宮
博
物
院
編
『
清
光
緒
朝
中
法
交
渉
史
料
』（
故
宮
博
物
院
、

一
九
三
二
―
一
九
三
三
年
、
以
下
、『
交
渉
史
料
』
と
略
す
）
巻
七
、

二
一
頁
、
光
緒
九
年
十
月
初
七
日
着
両
広
総
督
張
樹
声
上
奏
文
。「
非

法
國
自
廢
新
約
、
毋
與
再
議
越
事
、
法
人
見
我
不
憚
用
兵
、
議
院
或

有
異
同
、
政
府
難
持
成
見
、
窮
而
後
變
、
庶
有
轉
機
」。

（
66
）　
『
交
渉
史
料
』
巻
七
、
二
五
頁
、
二
七
〜
二
八
頁
、
光
緒
九
年
十

月
初
七
、
十
、
十
二
日
上
諭
。

（
67
）　
『
日
本
外
交
文
書
』
一
六
巻
、
六
五
九
〜
六
六
〇
頁
、
十
一
月
十

二
日
清
国
駐
箚
榎
本
公
使
ヨ
リ
井
上
外
務
卿
宛
。

（
68
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
『
保
古
飛
呂
比　

佐
佐
木
高
行
日

記
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
―
一
九
七
九
年
）
一
二
巻
、
二

三
四
六
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一
八
八
三
年
清
朝
の
対
仏
外
交
に
お
け
る
裏
面
工
作
　
　
張
天
恩

三
四
〜
二
三
五
頁
。

（
69
）　U

n diplom
ate, op. cit., p. 135.

（
70
）　U

n diplom
ate, op. cit., pp. 134, 143. 

龍
章
前
掲
書
、
一
九
一

〜
一
九
二
頁
。

（
71
）　U

n diplom
ate, op. cit., pp. 129–130. J. O

. D
ébates Parlem

-

entaires, 
8

 décem
bre, pp. 2721–2723. 1 0 décem

bre 1883, p. 

2725.

（
72
）　
『
交
渉
檔
』
三
冊
、
一
五
九
九
頁
、
光
緒
十
年
正
月
三
十
日
曾
紀

澤
書
簡
添
付
下
院
議
事
録
。「
黃
書
於
此
段
問
答
、
捏
飾
甚
多
、
雖
捏

節
而
被
議
紳
駁
詰
。
倘
使
署
將
前
後
問
答
刋
出
、
則
法
廷
之
彼マ
マ

駁
更

甚
矣
」。

（
73
）　The Tim

es, O
ctober 24, 1883.

（
74
）　Jules D

avids, ed., Am
erican D

iplom
atic and Public Papers: 

the U
nited States and C

hina, Series II: the U
nited States, C

hina, 

and Im
perial Rivalries, 1861–1893, W

ilm
ington, D

el: Scholarly 

R
esources, Vol. 5, The Sino-French W

ar, I, p. 248. O
ctober 24, 

1883, M
orton to Frelinghuysen. 

以
下
、A

D
PP

と
略
す
。

（
75
）　The Standard, O

ctober 27, 1883. 

龍
章
前
掲
書
、
一
八
四
頁
。

（
76
）　A
D

PP, pp. 254–255. O
ctober 30, 1883, M

orton to Freling-

huysen.

（
77
）　The Tim

es, O
ctober 30, 1883.

（
78
）　The N

orth-C
hina H

erald and Suprem
e C

ourt &
 C

onsular 

G
azette, February 6, 1884, “The N

ew
 D

iplom
acy.” (“Form

erly, it 

w
as the object of every diplom

atist to preserve an im
penetrable 

silence, and to disclose nothing; that w
as the old diplom

acy. The 

new
 diplom

acy has taken frankness for its key-w
ord, and the di-

plom
atist of this new

 school tells everything.” 

…There certainly 
seem

 to be som
e grounds for believing that a change has com

e 

over the m
ethods of diplom

acy during the past few
 years.)

（
79
）　Ibid.

（
80
）　Le Tem

ps, 2 4 novem
bre 1883.

（
81
）　The Tim

es, D
ecem

ber 17, 1883. 

龍
章
前
掲
書
、
一
九
二
〜
一

九
三
頁
。

（
82
）　Le Tem

ps, 1 9 décem
bre, 2 6 décem

bre 1883.

（
83
）　The Tim

es, A
ugust 13, 1884. D

em
etrius C

harles B
oulger, 

The Life of Sir H
alliday M

acartney, K
. C

. M
. G

., London: J. 

Lane, 1908, p. 394. 

ト
ー
マ
ス
・
バ
レ
ッ
ト
「
清
朝
在
外
公
館
に
お

け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

清
仏
戦
争

時
の
ハ
リ
デ
ー
・
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
活
動
を
中
心
に　
　

」『
東
洋
学

報
』
一
〇
〇
（
三
）、
二
〇
一
八
年
一
二
月
。

（
84
）　D

D
F, Tom

e V, p. 138. 1
er novem

bre 1883, M
. C

hallem
el-

Lacour à M
. de Sem

allé. 

九
月
一
五
日
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、

三
四
七
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
四
号

邵
循
正
前
掲
書
、
八
五
〜
八
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
85
）　D

D
F, Tom

e V, p. 177. 1 6 décem
bre 1883, M

. de Sem
allé à 

M
. Jules Ferry.

（
86
）　
『
交
渉
檔
』
三
冊
、
一
六
〇
四
頁
、
同
註
（
72
）
下
院
議
事
録
。

「
査
不
從
者
二
百
人
之
中
、
有
百
一
十
餘
人
係
本
意
不
欲
中
法
失
和
者

及
欲
傾
政
府
者
、
有
八
十
餘
人
係
紀
澤
暗
使
巴
呂
要
結
者
」。
龍
章
前

掲
書
、
二
〇
二
頁
。

（
87
）　
『
交
渉
檔
』
三
冊
、
一
六
〇
五
頁
、
同
註
（
72
）
下
院
議
事
録
。

（
88
）　
『
交
渉
檔
』
三
冊
、
一
六
一
〇
頁
、
光
緒
九
年
正
月
三
十
日
曾
紀

澤
書
簡
添
付
会
談
記
録
。

（
89
）　
『
曾
紀
澤
遺
集
』、
一
九
五
頁
、
壬
午
十
月
初
四
日
「
巴
黎
禀
復

九
叔
父
」。

（
90
）　
『
曾
紀
澤
遺
集
』、
二
〇
一
頁
、
癸
未
五
月
二
十
九
日
「
倫
敦
復

左
中
堂
」。『
交
渉
檔
』
二
冊
、
一
〇
三
七
〜
一
〇
三
八
頁
、
左
宗
棠

の
総
理
衙
門
あ
て
書
簡
添
付
曾
紀
澤
書
簡
。「
冀
以
搖
惑
法
紳
、
傾
其

執
政
」。

（
91
）　

李
鴻
章
と
曾
紀
澤
と
の
分
岐
に
つ
い
て
、「
出
先
と
本
国
、
二
人

の
異
同
・
分
岐
に
清
朝
側
の
体
制
・
関
心
、
お
よ
び
そ
の
変
化
を
よ

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
岡
本
隆
司
は
指
摘
し
て
い
る
（
岡
本
前

掲
書
、
四
五
四
頁
注
80
）。
な
お
、
李
恩
涵
前
掲
書
、
二
〇
三
〜
二
〇

五
、
二
一
四
〜
二
一
五
頁
も
参
考
。

（
92
）　

胡
伝
釗
編
輯
『
盾
墨
留
芬
』（
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
七
三
年
影

印
）
巻
三
、
四
二
頁
、「
曾
襲
候
致
李
中
堂
書
」。「
而
各
黨
冰
炭
參

商
、
絕
少
齊
心
之
日
」。

（
93
）　
『
郭
嵩
燾
日
記
』（
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
―
一
九
八
三

年
）
四
巻
、
四
五
五
頁
、
光
緒
十
年
二
月
初
四
日
条
。

（
94
）　

梁
小
進
編
『
郭
嵩
燾
全
集
』（
岳
麓
書
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
三

冊
、
四
一
六
〜
四
一
七
頁
、
光
緒
十
年
「
致
李
鴻
章
」。「
法
人
君
黨

凡
三
、
民
黨
亦
三
、
議
論
視
他
國
尤
繁
。
然
至
于
用
兵
、
先
由
議
院

定
議
、
盡
一
國
之
臣
民
皆
無
異
言
、
而
後
籌
定
兵
費
、
以
爲
調
兵
之

數
。（
中
略
）
無
所
謂
參
差
也
」。

（
95
）　

佐
々
木
揚
『
清
末
中
国
に
お
け
る
日
本
観
と
西
洋
観
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
四
八
頁
。

（
96
）　

例
え
ば
光
緒
九
年
五
月
十
七
日
張
佩
綸
の
上
奏
文
（『
交
渉
史

料
』
巻
四
、
二
六
頁
）、
光
緒
十
年
六
月
二
十
四
日
盛
昱
「
請
決
戦
計

奏
」（
盛
昱
『
意
園
文
略
』『
続
修
四
庫
全
書
』
一
五
六
七
冊
所
収
）

巻
二
、
一
〇
頁
。
張
佩
綸
や
盛
昱
の
論
法
は
曾
紀
澤
の
そ
れ
と
ほ
ぼ

変
わ
ら
な
い
。

（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
部
助
手
）

三
四
八



prefaces to the texts and related sources from the Song Period, which reveals 
at least three possibilities: 1) the I-Ching method for deriving hexagrams using 
divining sticks; 2) the above mentioned fengua-zhiri method; and 3) a combi-
nation of 1) and 2). That being said, since the fengua-zhiri method was specif-
ically discussed during the Song Period, it was probably first proposed at that 
time in the work’s history, leading the author to conclude that as it is impossi-
ble to state definitively what the orthodox divination method of Yilin is, it 
should be considered as a work outlining a number of different approaches.

Behind-the-Scenes Maneuvers in the Qing Dynasty’s Diplomatic Relations
with France during the Confrontation of 1883: The Manipulation of

Public Opinion, Lobbying Activities and Policies toward France

ZHANG Tianen

     During the Sino-French confrontation in the summer of 1883, not only 
Chinese diplomats overseas, but also several mandarins in China tried to take 
advantage of the conflict brewing between the French government and Parlia-
ment to make gains in their diplomatic negotiations with the French side. In 
particular, the Chinese minister in Paris, Tseng Chi-tse, attempted to manipu-
late French public opinion and lobby members of the Parliament to influence 
French policy towards Vietnam. 
     To begin with, the present article elaborates how such activities were 
conducted and the responses of the Chinese and French governments at the 
time, followed by a clarification of the ways in which these activities influ-
enced Chinese policy toward France, and finally considering their significance 
for the overall character of the Qing Dynasty throughout the 1880s.
     As Tseng Chi-tse kept constant watch in Paris over the conflict between 
the French government and Parliament, and took every opportunity to influ-
ence French policy towards Vietnam, the Superintendent of Northern Trade Li 
Hung-chang, while not always complicit with Tseng, did cooperate with 
Tseng’s Parliamentary lobbying strategy by refusing to further negotiate in 
deadlocked talks with French Minister Arthur Tricou, by abruptly departing 
for Tientsin in July 1883. 

ii



     After the conclusion of the Treaty of Hue of 1883, Tseng held high ex-
pectations for an anti-government movement by the opposition forces in Par-
liament, which did not go undetected by the French Minister of Foreign Af-
fairs. After winning a vote of confidence, the French government proceeded to 
use it to put pressure on China. After the resumption of Parliament, Tseng 
countered by launching an intense campaign to publish diplomatic documents 
damaging to the French government and winning praise in the press for bran-
dishing a “new diplomacy.” The author concludes that it was this “new diplo-
macy” that provides a significant clue for reassessing Chinese diplomacy 
during the 1880s.

The Sectarian Land Survey and the Reframing of Ottoman Local
Governance in the Special District of Mount Lebanon

TANAKA Masato

     In 1861, the Ottoman Government established a special district in 
Mount Lebanon, which embodied the principle of proportionate-sectarian rep-
resentation as opposed to the conventional mode of rule by the local Druze 
lords. However, the details of the complex process of reintegrating the auton-
omous local ruler into the new regime remain uncertain, and need to be close-
ly reexamined. Overdue discussion of the sectarian land survey of 1862 to 
1869 thus offers excellent insights into this question.
     The communal conflict of 1841–60, being the crucial background for 
the new administration in Mount Lebanon, broke out as the tension between 
the local Druze lords and the Maronite clergy-led peasants peaked following a 
proclamation to abolish tax-farming in the Ottoman State. The debates of the 
representatives of the Ottoman Government and the Five European Powers 
who interfered in the conflict reveals that they saw the establishing of a new 
order in Mount Lebanon as entailing the separation of the Druze and Maronite 
sects. To achieve this, the Government and the European Powers deemed the 
individualization of land ownership as a prerequisite since they understood 
that the existing unequal share of land revenue between the two sects was the 
main reason for the unrest.
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